
 1 

○宅地建物取引士資格登録や宅地建物取引士証の交付に関する手続きについては、こ
の手引きを読んでから行ってください。 

 
○資格登録申請等の手続きについては、この手引のほか、次の神奈川県県土整備局事

業管理部建設業課宅建指導グループのホームページにも記載してありますのでご覧
ください。 

 
※神奈川県県土整備局事業管理部建設業課宅建指導グループのホームページ「宅地
建物取引士に関する手続きのご案内」 

 

宅 地 建 物 取 引 士 
資格登録申請等の記載手引 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  申請等の提出先区分 

 

 

 

 

申  請  等 提     出     先 手引関連頁 

①  （公社）全日本不動産協会神奈川県本部  

  所在地 横浜市西区北幸１-11-15 横浜STビル６階 

電 話 ０４５－５３４－４０１７ 

②  神奈川県県土整備局事業管理部建設業課 宅建指導グループ 

  所在地 横浜市中区日本大通３３ 神奈川県住宅供給公社ビル５階 

  電 話 ０４５－２８５－３２１８ 

  

上記①は 

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く。） 

 午 前 １０時００分～１１時３０分 

 午 後  １時００分～ ４時００分 

上記②は 

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く。） 

１０時００分～１５時００分              時間厳守  

受付場所・お問い合わせ先 

受付時間 

○神奈川県知事は、宅地建物取引業法第１９条に基づき提出される「宅地建物取引士の登録 

申請書及びその添付書類」及び同法第２０条に基づき提出される「宅地建物取引士資格登録

簿変更登録申請書及びその添付書類」等（以下「登録申請書等」という。）により取得する

個人情報を次の目的で取り扱います。公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部が、神奈川県知事から

受託して受け付ける登録申請書等を取り扱う場合を含みます。） 

１宅地建物取引士資格登録申請の審査事務（他の都道府県知事が行う審査事務において相互に利用す

る場合を含む。） 

２資格登録を受けた者に対する指導監督等の事務（他の都道府県知事が行う指導監督等の事務において相互

に利用する場合を含む。）  

個人情報の取り扱い 

※提出先は手続き内容によって異なります。詳細は２頁をご覧下さい。 
 

宅地建物取引士資格登録の申請等にあたっての留意点 
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申  請  等 提     出     先 手 引 関 連 頁 

宅地建物取引士資格登録の

申請 

○（公社）全日本不動産協会神奈川県本部 

 

説 明 Ｐ ６ 

記載例 Ｐ２１ 

様 式 Ｐ３５ 

宅地建物取引士資格登録事

項の変更登録申請 

○（公社）全日本不動産協会神奈川県本部 

※宅建業者名簿登載事項の変更届等と同時に提出する場合（従事

先のみ）については神奈川県建設業課宅建指導グループも可 

説 明 Ｐ ９ 

記載例 Ｐ２６ 

様 式 Ｐ３９ 

取引士証の書換え交付申請 

※上記変更登録申請が氏名の変更

を伴う場合 

○（公社）全日本不動産協会神奈川県本部 説 明 Ｐ ９ 

の氏名の項目 

記載例 Ｐ２７ 

様 式 Ｐ４０ 

取引士証の交付申請 ○（公社）全日本不動産協会神奈川県本部 

※法定講習の申込は、法定講習実施団体に行ってく

ださい。 

説 明 Ｐ１１ 

記載例 Ｐ２９ 

様 式 Ｐ４２ 

取引士証の再交付申請 

 

○（公社）全日本不動産協会神奈川県本部 説 明 Ｐ１３ 

記載例 Ｐ３０ 

様 式 Ｐ４３ 

宅地建物取引士死亡等の届

出 

○神奈川県建設業課宅建指導グループ 説 明 Ｐ１４ 

記載例 Ｐ３２ 

様 式 Ｐ４５ 

宅地建物取引士資格登録の

消除申請 

○神奈川県建設業課宅建指導グループ 

 

説 明 Ｐ１５ 

記載例 Ｐ３３ 

様 式 Ｐ４６ 

登録移転の申請 

 

○現に登録している各都道府県の窓口  

例１ 神奈川県→大阪府へ登録移転する場合は、

（公社）全日本不動産協会神奈川県本部 

例２ 大阪→神奈川県へ登録移転する場合は、 

大阪府の宅地建物取引業務主管課 

説 明 Ｐ１６ 

記載例 Ｐ３４ 

様 式 Ｐ４７ 

 

 

 

 

  ※手引関連頁欄の記載については、 

   説明関係について「説明」 

   記載例については「記載例」 

   様式については「様式」と表示して関連頁を記載してあります。 

 

  ※この手引きでは、 

宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）は単に「法」 

   宅地建物取引業法施行規則（昭和三十二年建設省令第十二号）は単に「省令」 

   宅地建物取引業法施行細則（昭和56年神奈川県規則第106号）は単に「県規則」 

   と標記しています。 
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目      次 

 

Ⅰ 宅地建物取引士資格登録の概要                       ４ 

 

Ⅱ 登録の要件等                               ４ 

 

Ⅲ 宅地建物取引士資格登録等の手続き                    

 １ 宅地建物取引士資格登録の申請                      ６ 

 ２ 宅地建物取引士資格登録事項の変更登録申請                ９ 

 ３ 宅地建物取引士証の交付申請                      １１ 

 ４ 宅地建物取引士証の再交付申請                     １３ 

 ５ 宅地建物取引士資格登録を受けている方が死亡した場合の届出       １４ 

 ６ 宅地建物取引士資格登録の消除申請                   １５ 

 ７ 宅地建物取引士資格登録移転の申請                   １６ 

 

Ⅳ よくある質問とその回答（Ｑ＆Ａ）                    １８ 

 

Ⅴ 申請書等の記載例                             

 １ 登録申請書（省令様式第五号）                     ２１ 

実務経験証明書（省令様式第五号の二）                 ２３ 

従業者名簿コピー                           ２４ 

誓約書（省令様式第六号）                       ２５ 

 ２ 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書（省令様式第七号）       ２６ 

 ３ 宅地建物取引士証書換え交付申請書（省令様式第七号の四）        ２７ 

 ４ 宅地建物取引士証交付申請書（省令様式第七号の二の二）         ２９ 

 ５ 宅地建物取引士証再交付申請書（省令様式第七号の五）          ３０ 

 ６ 宅地建物取引士死亡等届出書（省令様式第七号の二）           ３２ 

 ７ 宅地建物取引士資格登録消除申請書（県規則第１号様式の３）       ３３ 

 ８ 登録移転申請書（省令様式第六号の二）                 ３４ 

 

Ⅵ 申請書等の様式（上記様式（順番は上記のとおり））         ３５～４７ 

 

Ⅶ その他様式 

１ 在籍証明書（記載例）                         ４８ 

  就労予定証明書（記載例）                       ４９ 

２ 従業者証明書                             ５０ 

３ 従業者名簿                              ５１ 

  

 【参考】 

○抜粋 法第１８条                             ８ 

○登録実務講習の登録実務講習機関一覧                   ５２ 

○使用コード一覧表（市区町村、元号、免許権者（都道府県））     ５３～５４ 

 

 

 

 

 

 

実務経験証明書を提出する方のみ 



 4 

Ⅰ 宅地建物取引士資格登録の概要 
１ 宅地建物取引士   

宅地建物取引業者は、宅地建物取引に関する知識および経験を豊富に有する取引の専門家としての役

割を果たすことが期待されています。 

このため、法は単に免許制度を実施するにとどまらず、一定の試験に合格した有資格者を宅地建物取

引士（以下「取引士」という。）として宅地建物取引業者の事務所に置かなければならないこととして

います。 

取引士となるには、知事の行う宅地建物取引士試験に合格した後、その試験を行った知事の登録を受

け、宅地建物取引士証（以下「取引士証」という。）の交付を受けなければなりません。 

なお、登録を受けるためには申請日前、過去１０年間以内に２年以上の実務経験を有しているか又は

実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの（実務講習の受講）に該当することが

必要となります。 

     

２ 宅地建物取引士証 

 (1) 提示義務 

取引士は、重要事項を説明する場合において、取引士証の提示をしなければなりません。（法第 

３５条第４項） 

  (2) 有効期間と更新 

     取引士証の有効期間は５年間で、法に規定する法定講習を受講することにより、有効期間を更新す

ることができます。（法第２２条の２） 

  (3) 返納および提出 

     取引士は、登録が消除されたときおよび取引士証が失効したときは、速やかに取引士証を登録を受

けている知事に返納しなければなりません。  

また、事務禁止処分を受けたときは、速やかに取引士証を登録を受けている知事に提出しなければ

なりません。（法第２１条、第２２条、第２２条の２） 

 

Ⅱ 登録の要件等 
 １ 登録の要件 

(1) 宅地建物取引士試験 

  登録を申請するには、宅地建物取引士試験に合格しなければなりません。 

試験は、例年、１０月中旬の日曜日に実施し、試験問題は５０問４者択一方式で行われていますが

（当該年の試験要領等を確認してください。）、登録講習の修了者については、試験科目の５問免除

措置が講じられています。 

なお、試験は、（一財）不動産適正取引推進機構が神奈川県の委託を受けて実施しており、その実

施にあたり、（公社）神奈川県宅地建物取引業協会が協力しています。 

例年、７月上旬頃から受験申込書が県機関等で配布され、申込が可能となります。インターネット 

による申込みもできます。 

  (2) 実務経験等 

登録を受けようとする者は、宅地建物取引士試験を行った知事に登録申請書を提出しますが、登録

を受けるには、下表の実務経験等のうちいずれかが必要です。 

なお、表の②アの実務講習については、登録実務講習機関一覧（Ｐ５２）の機関に確認してくださ

い。 
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                           対象期間 申請日前過去１０年間以内 

① ２年以上の宅地建物取引に関する実務経験 

② 実務経験を有する者と同等以上の能力を有するとの国土交通大臣の認定 

 ア 宅地建物取引に関する実務講習を修了した者 

  イ 国、地方公共団体またはこれらの出資を伴い設立された法人において、宅地建物の
取得、交換または処分に関する業務に主として従事した期間が２年以上である者 

 ウ 上記ア、イのほか、国土交通大臣が宅地建物取引に関し２年以上の実務経験を有す
る者と同等以上の能力を有すると認める者 

 

 ２ 登録の基準 

登録申請者が、次の欠格要件のいずれかに該当するときは登録されません。 

 

       欠     格     要     件  （法第18条第１項の概要） 

                                      ＜＞内は適用号を記載 

① 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者       ＜第１号＞ 

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者                    ＜第２号＞ 

③ 申請前５年以内に次のいずれかに該当した者 ※（）内は申請できない期間を表示 

 ア 宅地建物取引業の免許不正取得や宅地建物取引業者（代表者）として業務停止処分事由に該当

し情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当することにより免許を取り消された者 

（免許取消から５年間）                            ＜第３号＞ 

 

  

イ アのいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由な

く解散または廃業の届出を行った者（解散した日又は廃業届届出日から５年間）     ＜第４号＞ 

 ウ イの聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者 

（※１）（合併により消滅した日から５年間）                      ＜第５号＞ 

 エ 拘禁刑以上の刑に処せられた者  （※２） 

  （刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から５年間）          ＜第６号＞ 

 オ 法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または刑法（傷害、脅迫

等）、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられた者  （※２） 

  （刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から５年間）          ＜第７号＞ 

 カ 暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団

員又は同号で規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者）      ＜第８号＞ 

 キ 不正の手段により登録または取引士証の交付を受けたこと、事務禁止処分の事由に該当し情状

が特に重い場合、事務禁止処分違反等に該当することにより登録消除処分を受けた者（登録消除

処分を受けた日から５年間）                              ＜第９号＞ 

 ク キのいずれかの事由に該当するとして、登録消除処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由な

く登録消除申請をした者（当該登録消除された日から５年間）              ＜第10号＞ 

④ 事務禁止処分を受け、その期間中に自ら申請して登録消除を受け、まだその禁止の期間が満了しな

い者（当該登録消除された日から事務禁止処分満了日まで）                   ＜第11号＞ 

⑤ 心身の故障により取引士の事務を適正に行うことができない者            ＜第12号＞ 

※１ 役員であった者：免許取消処分の聴聞の公示の日前６０日以内に役員であった者 

※２ 刑の執行が猶予される場合の取扱い： 

拘禁刑以上の刑に処せられ執行猶予がついた場合等には、その執行猶予期間中は欠格要件に該当しますが、

執行猶予期間が満了して刑の効力が失われた場合にはその時点で欠格要件には該当しません。 

 

 

 

 

その者が法人である場合は、その法人の役員であった者（※１）を含む 
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Ⅲ 宅地建物取引士資格登録等の手続き 

１ 宅地建物取引士資格登録の申請 

    取引士として業務に従事しようとする方は、宅地建物取引士試験に合格後、まず、受験した試験地の

都道府県知事の登録を受け、その後、取引士証の交付を受けなければなりません。 

   なお、取引士として業務に従事する予定のない方は、試験合格後、取引士資格の登録をする必要はあ

りません。 

この宅地建物取引士試験の合格は、取引士資格の登録手続きをしないまま長期間が経過している場合

であっても、有効です。（法第１８条） 

※ 宅地建物取引主任者試験に合格した者は、宅地建物取引士試験に合格した者とみなされます。 

（平成27年改正法附則第２条） 

 

  (1) 登録できる方 

    次の①から③までのいずれにも該当する方 

     ①宅地建物取引士資格試験に合格 

    ②宅地建物取引に関して実務の経験を有するもの等（次のうちいずれかに該当すれば可） 

     ア 宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去１０年以内に２年以上ある者 

 

 

 

 

 

 

 

      

イ 実務講習を修了してから１０年以内の者 

  ウ 国、地方公共団体又はこれらの出資に伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、    

交換又は処分に関する業務に従事した期間が申請時から過去１０年間以内に２年以上ある者 

    ③法第18条第１項各号に掲げる欠格事由に該当しない者 

 

(2) 提出書類等（提出部数は各１部）※申請書には、記名が必要です。 

提  出  書  類     説               明 手 引 
関連頁 

登録申請書（省令様式第五

号） 

○記名が必要です。  

誓約書（省令様式第六号） 

 

○記名が必要です。  

身分証明書(身元証明書) 

※発行から３か月以内のもの 

○本籍地市区町村で発行する証明書 

 

 

 

○外国籍の方は、その旨の誓約書を提出してください。 

記載例 

 Ｐ２１ 

 ～２５ 

様 式 

Ｐ３５ 

登記されていないことの証

明書もしくは医師の診断書 

※発行から３か月以内のもの 

※いずれかの提出が必要 

 

 

 

○法務局（本局）が発行する成年被後見人及び被保佐人に該

当しない旨を証する登記事項証明書 

・東京法務局（03-5213-1360 郵送可） 

・横浜地方法務局（045-641-7976 郵送不可） 

 

○契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意

思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨（医学的

診断・判断能力についての意見・参考となる事項・その他

知事が必要と認める事項）を記載した医師の診断書 

 

実務経験として算入できる期間 
○実務経験として算入できる期間は、顧客への説明、物件の調査等具体的な宅地建物

の取引に関する業務に従事した期間です。受付、秘書や総務、人事、経理、財務等
の一般管理業務、その他補助的な事務に従事した期間は除きます。 

○この実務経験を証明する書類として、実務経験先である宅地建物取引業者の「従業
者名簿」に氏名等が記載されていることや、事務所の従業者としていた期間が実務経
験期間以上記載してあることが必要です。 

・「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない」旨（禁

治産者、準禁治産者でないと表示されます。）及び「破産者で復権

を得ない者に該当しない」旨の記載があるものです。 
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住民票（抄本） 

※発行から３か月以内のもの 

○申請者本人のみが記載されているもので、本籍・続柄の記

載は不要です。※個人番号(マイナンバー)が記載されてい

ないものを提出してください。 

※旧姓使用を希望する場合は、旧姓が記載されたものが必要

です。 

※外国籍の方は、国籍等並びに在留カードの番号または特別

永住者証明書の番号が記載されたものが必要です。 

   

合格証書のコピー ○鮮明なものを用意してください。  

顔写真（１枚）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録資格を証する書面 ○次のア・イ・ウのうちいずれか 

ア 実務経験が申請時から過去 10年以内に 2年以上の方 

→実務経験証明書（省令様式第五号の二）及び実務経験先の

宅地建物取引業者が保管している「従業者名簿」のコピー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 実務講習修了者 

→講習実施機関の発行する修了証明書（実務講習修了日よ

り 10年間有効です。） 

ウ 国、地方公共団体等における 2年以上の経験者（過去 10

年以内） 

→それぞれの機関が発行する証明書（様式は建設業課へお

問い合わせください。） 

 

登録手数料 ３７，０００円 （窓口申請は現金のみ） 

※郵送の場合、全日神奈川県本部の指定口座へ振込のうえ、振込控

を同封してください。 

 

その他必要書類 ○宅地建物取引士の資格登録を受けようとする方が、申請時

点において宅地建物取引業に従事している場合は法第48条

第1項で定める「従業者証明書」もご持参ください。（郵送

の場合はコピー） 

○合格時や実務講習修了時から氏名が変更している場合は、

変更履歴がわかる「戸籍抄本」を添付してください。 

 

 

郵送の場合 簡易書留又はレターパックで送付し、本人確認書類の写し（ 

運転免許証、個人番号カード表面等）とあて先を記入した返 

信用封筒（110円切手貼り付け）を同封してください。 

 

備考 未成年者の方の登録は原則としてできませんが、営業に従事する等のために登録が必要な場合は、

上記書類のほかに、営業に関する法定代理人の許可書及び戸籍謄本を提出してください。（様式は建設

業課へお問合せください。） 

 

･この従業者名簿のコピーには、「原本の内容と相違ありません。」と

記入し、記入年月日・業者名・代表者氏名を記載して証明してくださ

い。 

・従業者名簿のコピーは、申請者の部分のみを抜粋するか、申請者以外

の部分を黒塗りするなどして提出してください。 

※１ 登録に必要と認めた場合、別に実務経験が確認できる書類の提出

を求めることがあります。 

※２ 勤務していた宅地建物取引業者が廃業しているとき、証明を受け

ようとする方がその法人の役員となっているとき 

 →Ｐ１８のＱ＆Ａを参照ください。 

 

・申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦３cm

横２．４cm（顔２cm程度）のカラー写真。裏面に氏名を記載し、登録

申請書に貼り付けてください。 

※必ず事前にご準備ください 
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(3) 申請方法 申請者本人が下記の窓口に申請してください。 
   <申請（送付）窓口> 

（公社）全日本不動産協会神奈川県本部 宅地建物取引士係 

   所在地 〒220-0004 横浜市西区北幸１-11-15 横浜STビル６階 

   電 話 ０４５－５３４－４０１７ 

   受付時間（土日祝日、年末年始を除く。） 

 午前 １０時００分から１１時３０分まで 午後 １時００分から４時００分まで 

 (4) その他 

ア 原則として氏名の表記は戸籍(身分証明書)に、住所の表記は住民票の記載に基づきます。 

 ただし、氏名の表記に宅地建物取引業免許事務等処理システムに登録されていない文字が含まれる

場合は、常用漢字またはアルファベット表記（アルファベット表記を確認できる公的書類の提出が

あった場合のみ）に置き換えるものとします。 

イ 実務講習については、登録実務講習機関へお問い合わせください。→Ｐ５２参照 

ウ 登録までの標準的な日数は約３０日間（土日祝日は含みません）です。登録が完了しましたら登

録通知書（はがき）で連絡します。なお、申請が集中する時期は、４０日～６０日程度かかります。 

エ 取引士証の交付が必要な方は、登録通知書（はがき）を持参のうえ、（公社）全日本不動産協会神奈

川県本部で申請手続きをしてください。→Ｐ１１参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 宅地建物取引士資格登録事項の変更登録申請 

宅地建物取引業法（抄） 

第１８条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務 

の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認

めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けるこ

とができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 

一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 第 66条第 1項第 8号又は第 9号に該当することにより第 3条第 1項の免許を取り消され、その取

消しの日から五年を経過しない者（当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取

消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前 60日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの

日から 5年を経過しないもの） 

四 第 66条第 1項第 8号又は第 9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示さ

れた日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第 11条第１項第５

号の規定による届出があつた者（宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で当

該届出の日から 5年を経過しないもの 

五 第 5条第 1項第 4号に該当する者 

六 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 5

年を経過しない者 

七 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、

又は刑法第 204条、第 206条、第 208条、第 208条の 2、第 222条若しくは第 247条の罪若しくは暴

力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた日から 5年を経過しない者 

八 暴力団員等 

九 第 68条の 2第 1項第 2号から第 4号まで又は同条第 2項第 2号若しくは第 3号のいずれかに該当

することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から 5年を経過しない者 

十 第 68条の 2第 1項第 2号から第 4号まで又は同条第 2項第 2号若しくは第 3号のいずれかに該当

するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処

分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者（登録の消除の申請について相当

の理由がある者を除く。）で当該登録が消除された日から 5年を経過しないもの 

十一 第 68条第 2項又は第 4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第 22条第 1号の

規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者 

十二 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定

めるもの 
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宅地建物取引士資格登録を受けている方が、住所や従事先等の登録事項に変更が生じた場合、遅滞な

く変更の登録を申請しなければなりません。 

なお、宅地建物取引業者が行う専任の宅地建物取引士等の就退任についての変更の届出（法第９条の

届出）により、取引士の資格登録簿の内容が自動的に変更になることはありません。 

また、取引士証の交付を受けていなくても変更登録申請は必要です。（法第２０条） 

 

(1) 提出書類等（提出部数は、申請書正本１部・副本（コピー）２部、添付書類は正本１部） 

※申請書には、記名が必要です。 

変 更 区 分 添      付      書      類 手   引 

関 連 頁 

  

 

 

 

 ○戸籍抄（謄）本 ※発行から３か月以内のもの   

 

 

記載例 

 Ｐ２６ 

様 式 

  Ｐ３９ 

 

 

 

氏    名 

○取引士証の交付を受けている方は、次のｱ・ｲ・ｳ・ｴ・ｵの５点も必
要 
ア 宅地建物取引士証書換え交付申請書 正本１部（省令様式第七
号の四） 

イ 顔写真２枚（同一のもの） 
    
 
 
 
ウ 取引士証  
 
エ 宛先を記載した封筒（460円分の切手を貼り付け） 
 
オ （旧姓使用を希望する場合のみ）旧姓が記載された住民票 
               ※発行から３か月以内のもの  

 

書換交付申請書 

記載例 

 Ｐ２７ 

様 式 

 Ｐ４０ 

 

住    所 

○住民票（抄本）又は住居表示変更証明書（住居表示の変更があった場合） 
※発行から３か月以内で、個人番号(マイナンバー)が記載されてい
ないもの 

※前住所及び変更日が確認できるもの 

 

  ○取引士証（交付を受けていない方は不要）      

本    籍 ○戸籍抄（謄）本又は本籍表示変更証明書（本籍表示の変更があった場合） 
※発行から３か月以内のもの  ※変更日が確認できるもの 
※「改製原戸籍」の提出を求める場合があります。 

 

 従事先（入社） 
 
 
 
 

 

 従事先（退社）…添付書類は不要      

 従事先の商号（名称） 

 

 

 

 従事先の免許番号 

 

 

 

 

業務に従事する 

宅地建物取引業 

者の商号(名称)

及び免許番号 

・申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦３ｃｍ、横 

２．４ｃｍ（顔２ｃｍ程度）のカラー写真 

※必ず事前にご準備ください 

 

・戸籍抄（謄）本で氏名の変更履歴が確認できない場合は、「改製原戸籍」等が 

別途必要となります。 

・従業者証明書を窓口で提示してください。 

・なお、申請者本人から委任を受けた代理人が申請する場合又は郵送により申

請する場合は、申請者本人の従業者証明書の写しを添付してください。 

・宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届出書(省令様式第三号の四)の第１面

の写し  

・宅地建物取引業者免許証の写し 

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書（省令様式第七号）と変更区分に応じ次の書類

を添付してください。 
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(2) 申請方法 

申請者本人又は代理人が次の窓口に申請してください。 

   ※代理人が申請する場合は、申請者本人の記名がある委任状及び代理人の身分を証明する運転免許証等の提示が

必要となります。 

    郵送で申請することもできます。郵送で申請する場合、本人確認書類（取引士証、運転免許証等）の

コピーおよびあて先を記入した返信用封筒（110円切手貼り付け）を同封してください。 

氏名又は住所の変更で、取引士証を送付する場合は、簡易書留又はレターパックで送付し、返信用封

筒にも460円分の切手を貼り付けてください。 

 

   <申請（送付）窓口> 

（公社）全日本不動産協会神奈川県本部 宅地建物取引士係 

   所在地 〒220-0004 横浜市西区北幸１-11-15 横浜STビル６階 

   電 話 ０４５－５３４－４０１７ 

   受付時間（土日祝日、年末年始を除く。） 

 午前 １０時００分から１１時３０分まで 午後 １時００分から４時００分まで 

 

※ この宅地建物取引士資格登録の変更手続き（従事先のみ）を法第９条の規定による変更の届出、免

許の申請（新規・更新）、廃業の届出、免許証の受領等の手続きと同時に行う場合は、建設業課宅建

指導グループでも手続きができます。（ただし、氏名、住所、本籍の変更については、建設業課宅建

指導グループでは受付できませんので、上記（公社）全日本不動産協会神奈川県本部へ申請してくださ

い。） 

 

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課 宅建指導グループ 

   所在地 横浜市中区日本大通33 神奈川県住宅供給公社ビル５階 

   電 話 ０４５－２８５－３２１８ 

   受付時間（土日祝日、年末年始を除く。） 

１０時００分～１５時００分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の変更登録申請を怠っていた場合の取扱い 

 １ 氏 名 

    氏名が２回以上変更しているにもかかわらず、変更登録申請を怠っていた方は、すべての氏名変更の内

容が確認できる戸籍抄（謄）本や除籍抄（謄）本等を用意し、必要数に応じた変更登録申請書を提出して

ください。（氏名変更の履歴を省略することはできません。） 

    なお、取引士証の書換え交付申請書は１枚あれば構いません。 

 

 ２ 住所又は本籍 

    手引１８ページのＱ＆Ａ（質問と回答）をご覧ください。 

 

 ３ 業務に従事する宅地建物取引業者の商号（名称）及び免許証番号 

    原則として、以前、業務に従事していた宅地建物取引業者の登録を途中省略することはできません。 

従事していた宅地建物取引業者の商号（名称）や免許証番号の変更経緯が、建設業課宅建指導グルー

プの窓口で確認できた場合は、変更登録申請に係る添付書類等を省略することができます。 
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３ 宅地建物取引士証の交付申請   

  宅地建物取引士資格登録を受けている方は、登録をしている都道府県知事に対し、取引士証の交付を

申請することができます。（法第２２条の２） 

   取引士証の交付を受けなければ、取引士として業務に従事することはできません。 

 

(1) 試験合格後１年以内に交付申請を行う方の場合 

提出書類等 ※申請書には、記名が必要です。 

提出書類と必要数 説           明 

（添   付   書   類） 

手  引 

関 連 頁 

申請書類 正本１部、

副本１部(コピー) 

○宅地建物取引士証交付申請書（省令様式第七号の二の二） 

 

 

顔写真  ３枚 

（同一のもの） 

 

 記載例 

 Ｐ２９ 

様 式  

Ｐ４２ 

登録通知書 （ は が

き） 

○原本を用意してください。確認のうえお返しします。 

※郵送の場合は、登録通知書のコピー 
 

手数料 ４，５００円  

封筒及び切手 

 

宛先を記入した封筒（460円分の切手を貼り付け）  

 
(2) 試験合格後１年を経過して交付申請を行う方の場合（有効期間を過ぎた取引士証をお持ちの方を含む） 

試験合格後、１年を経過している方は、神奈川県知事が指定した団体の実施する宅地建物取引士法
定講習の受講が必要です。法定講習の受講申込については、直接各講習実施団体に確認してください。 

提出書類等 ※申請書には、記名が必要です。 

提出書類と必要数 説           明 

（添   付   書   類） 

手  引 

関 連 頁 

申請書類 正本１部、

副本１部(コピー)  

○宅地建物取引士証交付申請書（省令様式第七号の二の二） 
 

 

法定講習の受講証明

書（（公社）全日本不

動産協会神奈川県本部

で受講した場合を除

く） 

○受講証明書その他法定講習の受講を証する書面（受講日証明
日から6か月以内の期間有効） 

※神奈川県知事が指定した法定講習実施団体の受講証明書等に
限ります。 

 

顔写真  ３枚 

（同一のもの） 

 

 

 

 

記載例 

 Ｐ２９ 

様 式  

Ｐ４２ 

 

登録通知書 （ は が

き）又は失効した取

引士証 

○登録後、初めて交付申請を行う方は、登録通知（はがき）の

原本をご用意ください。確認のうえお返しします。 

○失効した取引士証をお持ちの方は、取引士証をご用意くださ

い。取引士証がない場合は、運転免許証等、本人確認ができ

る証明書をご用意ください。 

※郵送の場合はいずれもコピーを添付 

 

手数料 ４，５００円  

封筒及び切手 宛先を記入した封筒（460円分の切手を貼り付け）  

・申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦 

３cm、横２．４cm(顔2cm程度)のカラー写真 

・２枚を宅地建物取引士証交付申請書（正本・副本）に貼り付け、

もう１枚はそのまま提出してください。 
※必ず事前にご準備ください 

・申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦３cm、

横２．４cm(顔２cm程度)のカラー写真。 

・２枚を宅地建物取引士証交付申請書（正本・副本）に貼り付け、もう１

枚はそのまま提出してください。 

※必ず事前にご準備ください 

郵送受取の場合 

郵送受取の場合 
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(3) 宅地建物取引士証の更新申請の方の場合 

取引士証の有効期間は５年間です。更新を希望する方は、有効期間内に神奈川県知事が指定した
団体が実施する宅地建物取引士法定講習を受講のうえ、余裕をもって（有効期限の３週間前まで）
申請する必要があります。法定講習は、有効期間満了日の６か月前から受講することができます。
法定講習の受講申込については、直接各講習実施団体に確認してください。 

   提出書類等 ※申請書には、記名が必要です。 

提出書類と必要数 説           明 

（添   付   書   類） 

手引関連頁 

申請書類  正本１

部、副本１部(コピー)  

○宅地建物取引士証交付申請書（省令様式第七号の二の二） 
 

 

法定講習の受講証明

書（（公社）全日本

不動産協会神奈川県本

部で受講した場合を除

く） 

○受講証明書その他法定講習の受講を証する書面（受講証明
日から6か月以内の期間有効） 

※神奈川県知事が指定した法定講習実施団体の受講証明書等
に限ります。 

 

顔写真  ３枚 

（同一のもの） 

 
 
 
 

記載例 

 Ｐ２９ 

様 式  

Ｐ４２ 

取引士証 ○有効期間中のもの  

手数料 ４，５００円  

封筒及び切手 宛先を記入した封筒（460円分の切手を貼り付け）  

 

 

(4) 神奈川県知事が指定した宅地建物取引士法定講習実施団体 

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会（宅地建物取引士係） 
   〒２３１－００１３横浜市中区住吉町６－７６－３ 神奈川県不動産会館２階 
   電話０４５－６３３－３０３６（直通） 
   受付時間：午前９時３０分～１１時３０分 午後１時～４時（土日祝休日及び年末年始除く） 
（一社）不動産協会 宅建法定講習センター 
   東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビル１７階 
   電話０３－３５８１－９４２５ 
（一社）全国住宅産業協会 
   東京都千代田区麹町５－３ 麹町中田ビル８階 
   電話０３－３５１１－０６１１ 
（公社）全日本不動産協会神奈川県本部 
   横浜市西区北幸１－１１－１５ 横浜STビル６階 
   電話０４５－５３４－４０１７ 
   受付時間：午前１０時～１１時３０分 午後１時～４時（土日祝休日及び年末年始除く） 

 
(5) 申請方法 

申請者本人又は代理人が次の申請窓口に申請してください。 
※代理人が申請する場合は、申請者本人の記名がある委任状及び代理人の身分を証明する運転免許証等の

提示が必要となります。 

郵送で申請する場合、簡易書留又はレターパックで送付し、あて先を記入した返信用封筒（460円
切手を貼り付け）を同封してください。 

     住所、本籍、従事先等の登録事項に変更が生じているにもかかわらず、変更登録申請を怠っている
場合、取引士証の交付申請を受付けることができませんので、十分にご注意してください。 

・申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦 

３cm、横２．４cm(顔２cm程度)のカラー写真 

・２枚を宅地建物取引士証交付申請書（正本・副本）に貼り付け、も

う１枚はそのまま提出してください。 

※必ず事前にご準備ください 

郵送受取の場合 



 13 

 

（6）手数料支払方法 

①窓口申請の場合、現金でのお支払い（クレジットカード等でのお支払いはできません） 

  ②郵送申請の場合、全日神奈川県本部ホームページに記載のある指定口座へ振込のうえ、振込控を同封

してくだい。 

 

<申請（送付）窓口> 

（公社）全日本不動産協会神奈川県本部 宅地建物取引士係 

   所在地 〒220-0004 横浜市西区北幸１-11-15 横浜STビル６階 

   電 話 ０４５－５３４－４０１７ 

   受付時間（土日祝日、年末年始を除く。） 

 午前 １０時００分から１１時３０分まで 午後 １時００分から４時００分まで 

 

４ 宅地建物取引士証の再交付申請 

取引士証を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、次のとおり取引士証の再交付を申請することがで

きます。    

    なお、盗難等により取引士証を紛失した場合は、再交付申請の前に必ず警察署に遺失物の届出を行い、

その確認を受けてください。（届出日、警察署名、受理番号を控えてきてください。申請書に記載して

いただきます。） 

 

(1) 提出書類等 ※申請書には、記名が必要です。 

 提出書類と必要数 説           明 

（添   付   書   類） 

手    引 

関 連 頁 

申請書類 

正本１部 

○宅地建物取引士証再交付申請書(省令様式第七号の五)  

顔写真  ２枚 

（同一のもの） 

 記載例 

 Ｐ３０ 

様 式 

 Ｐ４３ 

取引士証 ○取引士証を汚損又は破損した場合、必要となります。  

本人確認ができるもの ○運転免許証等 ※郵送の場合、コピー  

手数料 ４，５００円  

封筒及び切手 宛先を記入した封筒（460円分の切手を貼り付け）  

 

(2) 申請方法 

     申請者本人が下記の窓口に申請してください。 

     代理人が申請することはできません。 

 郵送で申請することもできます。郵送で申請する場合、簡易書留又はレターパックで送付し、あて

先を記入した返信用封筒（460円切手を貼り付け）を同封してください。 

   

(3) 手数料支払方法 

①窓口申請の場合、現金でのお支払い（クレジットカード等でのお支払いはできません） 

②郵送申請の場合、全日神奈川県本部ホームページに記載のある指定口座へ振込のうえ、 

振込控を同封してください。 

 

 

 

・申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦  

３cm、横２．４cm(顔２cm程度)のカラー写真 

・写真はそのまま提出してください。 

※必ず事前にご準備ください 

郵送受取の場合 
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<申請（送付）窓口> 

（公社）全日本不動産協会神奈川県本部 宅地建物取引士係 

   所在地 〒220-0004 横浜市西区北幸１-11-15 横浜STビル６階 

   電 話 ０４５－５３４－４０１７ 

   受付時間（土日祝日、年末年始を除く。） 

 午前 １０時００分から１１時３０分まで 午後 １時００分から４時００分まで 

 

 

５ 宅地建物取引士資格登録を受けている方が死亡した場合等の届出 

宅地建物取引士資格登録を受けている方が次の事由に該当することになった場合は、その日（死亡

の場合は、その事実を知った日）から３０日以内にその旨を届け出なければなりません。 

   （法第２１条） 

  (1) 届出が必要な場合（カッコ内は、届出をする者） 

   ア 死亡した場合（相続人） 

   イ 取引士の事務を適正に行うことができない心身故障者となった場合（本人またはその法定代理人若

しくは同居の親族） 

   ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合（本人） 

   エ 拘禁刑以上の刑に処せられる等、法第１８条第１項第１号から第８号までのいずれかに該当する

に至った場合（本人） 

   

(2) 提出書類等 ※申請書には、記名が必要です。 

提出書類と必要数 説           明 

（添   付   書   類） 

手   引 

関 連 頁 

申請書類 

正本１部、副本１部

(コピー) 

宅地建物取引士死亡等届出書（省令様式第七号の二） 
 

 

添付書類 【上記(1)アの場合】 
○死亡の事実及び死亡された方と相続人の親族関係が確認
できる書類（「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」
など） 

○届出をする相続人の身分を証明できるもの（運転免許証
等） 

記載例 

 Ｐ３２ 

様 式 

 Ｐ４５ 

 【上記(1)イの場合】 
○医師の診断書 

○届出をする本人またはその法定代理人若しくは同居の親

族の身分を証明できるもの（運転免許証等） 

 

 【上記(1)ウの場合】 
○裁判所の「破産手続開始決定書」の写し 

○届出をする本人の身分を証明できるもの（取引士証、運

転免許証等） 

 

 【上記(1)エの場合】 
○裁判所の「判決書等の写し」※第８号に該当することに

なった場合は不要 

○届出をする本人の身分を証明できるもの（取引士証、運

転免許証等） 

 

取引士証 交付を受けている場合のみ  
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(3) 届出方法 

    次の窓口に届け出てください。 

郵送で届け出ることもできます。郵送で届け出る場合、簡易書留又はレターパックで送付し、あて先

を記入した返信用封筒（110円切手を貼り付け）及び日中連絡できる電話番号を同封してください。 

電子申請（eMLIT）を行う場合は、神奈川県のホームページ「宅地建物取引士の死亡等届出(電子申

請・eMLIT)」を確認してください。 

 

   <届出（送付）窓口> 

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課 宅建指導グループ 

   所在地 横浜市中区日本大通33 神奈川県住宅供給公社ビル５階 

電 話 ０４５－２８５－３２１８ 

   受付時間（土日祝日、年末年始を除く。） 

１０時００分～１５時００分 

 

６ 宅地建物取引士資格登録の消除申請 

宅地建物取引士資格登録を受けている方は、本人の申請により取引士の資格登録を消除すること

ができます。（法第２２条第１号） 

  

  (1) 提出書類等  

提出書類と必要数 説           明 

（添   付   書   類） 

手   引 

関 連 頁 

申請書類 

正本１部、副本１部

（コピー） 

○宅地建物取引士資格登録消除申請書（県規則第１号様式
の３） 

記載例 

 Ｐ３３ 

様 式 

取引士証 ○交付を受けている場合のみ Ｐ４６ 

その他 運転免許証等 
○取引士証の交付を受けていない方や取引士証を持参され
ない方は、運転免許証、パスポート等の本人確認ができ
るもの 

 

 

  (2) 申請方法 

    次の窓口に申請してください。 

郵送で申請することもできます。郵送で申請する場合、簡易書留又はレターパックで送付し、あて先

を記入した返信用封筒（110円切手を貼り付け）及び日中連絡できる電話番号を同封してください。 

電子申請（eMLIT）を行う場合は、神奈川県のホームページ「宅地建物取引士の登録消除申請(電子申

請・eMLIT)」を確認してください。 

 

 

 <申請（送付）窓口> 

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課 宅建指導グループ 

   所在地 横浜市中区日本大通33 神奈川県住宅供給公社ビル５階 

   電 話 ０４５－２８５－３２１８ 

   受付時間（土日祝日、年末年始を除く。） 

１０時００分～１５時００分 
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７ 宅地建物取引士資格登録移転の申請 

    登録の移転は、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県以外に所在地を置く宅地建物取引業者の

事務所に「現に従事している」又は「従事しようとする」場合に限り、登録している都道府県から「現

に従事している（しようとする）」事務所所在地の都道府県へ登録移転を行うことができます。 

単に住所が移転した場合や、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県以外に所在地を置く宅地建

物取引業者に勤務していても、宅地建物取引業に従事していない場合には登録移転はできません。 

登録移転を行う際に、登録事項（氏名、住所、本籍、従事先等）に変更がある場合は変更登録申請を

済ませておく必要があります。 

なお、取引士証の交付を受けている場合、登録移転と同時に従前の取引士証は失効します。継続して

取引士証の交付を受けたい方は、登録移転の申請とともに、残存期間を有効期間とする取引士証の交付

を申請しなければなりません。（法第１９条の２） 

 (1) 登録移転の要件（神奈川県外の登録から神奈川県へ登録を移転する場合） 

   次のいずれかの条件に該当する業者の神奈川県内の事務所で宅地建物取引業に従事する場合は登録移

転の申請を行うことができます。 

ア 神奈川県知事の免許を受けている宅地建物取引業者(新規免許申請中の者を含む。) 

イ 国土交通大臣免許の宅地建物取引業者(新規免許申請中の者を含む。)で神奈川県に宅地建物取引業

者としての事務所を有する者 

 

 

 

 

 

 (2) 提出書類等（神奈川県へ登録移転する場合。申請書類は移転前の都道府県に提出してください。） 

※申請書には、記名が必要です。 

提出書類と必要
数 

説           明 
（添   付   書   類） 

手   引 

関 連 頁 

登録移転申請書
（省令様式第六
号の二） 
正本１部・副本
１部（コピー） 

○申請書には、記名が必要です。 
○副本は、写真以外はコピーで構いません。また、申請先のあ
て名は神奈川県知事を記入してください。 

記載例 

 Ｐ３４ 

様 式 

 Ｐ４７ 

顔写真  ２枚 
（同一のもの） 

 
 
 
 

    

宅地建物取引業
に従事すること
を証する書面 
正本２部 

○次のア、イのうちいずれか 
ア 在職(就労)証明書 
 
 
 
 
 

 
 
イ 宅地建物取引業者免許証の写し（申請者が代表者の場合） 

 

在籍証明書等

の様式 

 Ｐ４８～ 

   Ｐ４９ 

登録手数料 ８，０００円 
〇e-kanagawaの宅地建物取引士登録移転申請手数料（申請（電

子収納））から納めた場合→「申込内容照会画面」を印刷した

もの 

〇神奈川県が発行する納付書で納めた場合→その納付済証 
※納付書が必要な方は、建設業課にお問合せください。 

 

登録移転ができない場合 
○単に住所のみを変更した場合 
○宅地建物取引士資格登録している都道府県以外の宅地建物取引業者に勤務していても、宅地建物取引業
に従事していない場合 

 

・「被証明者の氏名、生年月日、取引士の登録番号、在籍事務所

(事務所名、所在地)、宅地建物取引業に従事している又は従事する

予定である旨、証明年月日、代表者名」が明記されており、代表

者が証明したものが必要です。 

※従事している業者が大臣免許業者の場合、必ず在籍事務所（事

務所名、所在地）を記載してください。 

・申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の

縦３cm、横２．４cm(顔２cm程度)のカラー写真 

・裏面に氏名を記載し、登録移転申請書に貼り付けてください。 
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(3) 取引士証の交付を受けている方で残存期間を有効期間とする申請を行う場合の提出書類 

     有効期間を有する取引士証の交付を受けている方で、残存期間を有効期間とする取引士証の交付申

請を希望する方は、次の書類も必要となります。 

     なお、移転後の知事が発行した取引士証は、従前のものと引き換えに交付します。 

 

    提出書類等（神奈川県へ登録移転する場合、申請書類は移転前の都道府県に提出してください。） 

※申請書には、記名が必要です。 

提出書類と必要数 説           明 

（添   付   書   類） 

手   引 

関 連 頁 

申請書類 

正本１部・副本１部 

○宅地建物取引士証交付申請書(省令様式第七号の二の二)  

顔写真  ２枚 

（同一のもの） 

 
 
 
 
 
 

記載例 

 Ｐ２９ 

様 式 

  Ｐ４２ 

申請手数料 ４，５００円 

〇神奈川県が発行する納付書で納めた場合→その納付済証 

※納付書が必要な方は、建設業課にお問合せください。 

 

 

 

(4) 申請方法 

    移転前（現在の登録地）の都道府県の担当窓口へ提出してください。 

 

※神奈川県から神奈川県外へ登録を移転する場合は、移転先の都道府県に申請に必要な書類を 

確認のうえ、申請書類を簡易書留又はレターパックにて（公社）全日本不動産協会神奈川県本部へ郵送で

提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１枚を宅地建物取引士証交付申請書に貼り付け、もう１枚は封

筒等に入れてクリップで申請書にとめてください。（このもう

一枚の写真は、取引士証用となります。） 

※サイズ等は前記（１６ページ参照）のとおり。 
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Ｑ＆Ａ（質問と回答） 

＜新規登録申請について＞ 

Ｑ１ 宅建業を廃業した実務経験先から実務経験証明書を発行してもらうことはできますか。 

Ａ１ 実務経験先が宅建業を廃業している場合は、その法人や個人が存在している場合であっても実務

経験の証明をすることはできません。 

その他、法人が解散している等の理由により証明できない場合等は、実務経験先の源泉徴収票

（写）、給与明細書（写）、離職票（写）、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書など勤

務していたことを証する書面を添付して、現に免許を有する他の宅建業者から実務経験の証明を受

けてください。 

 

Ｑ２ 実務経験証明書を受ける場合において、登録申請者が、実務経験先の宅地建物取引業者の代表者

又は役員である場合は、どのような証明を受ける必要がありますか。 

Ａ２ 登録申請者が登録申請時に実務経験先の宅地建物取引業者の代表者又は役員になっている場合は、

実務経験先源泉徴収票（写）、給与（報酬等）明細書（写）、離職票（写）、雇用保険被保険者資

格取得届出確認照会回答書（使用人兼務役員の場合）など勤務していたことを証する書面を添付し

て、他の宅建業者から実務経験の証明を受けてください。 

 

Ｑ３ 過去に勤務していた宅地建物取引業者に実務経験証明書の作成を依頼しましたが、証明書の発行

を拒否されました。どうしたらよいでしょうか。 

Ａ３ 登録実務講習を受講し、登録資格を得てください。 

 

Ｑ４ 実務経験証明書に自分の従業者証明書番号を記入できない場合は、登録を受けられないのですか。 

Ａ４ 従業者証明書は宅地建物取引業法第４８条第１項の規定により必ず携帯していなくてはならない

ものです。従業者証明書番号を記入できないことは、実務経験に対して疑義が生じ、登録を受ける

ことができません。 

なお、実務経験先の宅建業者が廃業し、その法人や個人が存在していない場合は、申請窓口にご

相談ください。 

 

Ｑ５ 合格したのが１０年以上前ですが、登録を受けることはできますか。 

Ａ５ 合格したという事実に変更はありませんので、他の条件さえ満たせば登録を受けることができま

す。 

 

Ｑ６ 単身赴任をしていて、居所と住民票の住所が異なります。登録申請は住民票以外の居所で申請す

ることはできますか。 

Ａ６ 住民票の住所で登録してください。取引士資格登録を受けた後、居所登録ができます。神奈川県

建設業課宅建指導グループで手続きを行ってください。 

（手続きについては、Ｑ８を参照してください。） 

 

 

＜変更登録申請について＞ 

Ｑ７ 今まで、何度か住所や本籍を変更しているにもかかわらず、変更登録申請を怠ってきたのですが、

今回住所や本籍の変更登録申請を行う場合、過去にさかのぼってすべて順々に手続をする必要があ

るのですか。 

Ａ７ 基本的には、それぞれについて順次手続きすべきですが、途中経過を省略しても構わない旨を申

請窓口で申し出れば途中経過を省略することができます（変更登録申請書の余白に「中間省略」と

記入してください）。ただし、過去の履歴を登録簿に残しておきたい場合は、戸籍の附票や除かれ

た住民票等を用意し、順々に手続きをしてください。 
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Ｑ８ 単身赴任の関係で住民票を移せないのですが、住所地以外の居所を登録することはできますか。 

Ａ８ できます。変更登録申請書の添付書類として、居所が確認できる申請者本人名義の公共料金（ガ

ス、電気、水道、電話）の領収書等が必要になります。 

  なお、居所の登録を希望される場合は、申請者本人が建設業課宅建指導グループの窓口にお越し

ください。 

 

 

＜登録移転申請について＞ 

Ｑ９ 現在京都府に住んでおり、勤め先の宅地建物取引業者の事務所は大阪府にあります。どちらの都

道府県に登録の移転ができますか。 

Ａ９ 従事する宅地建物取引業者の事務所が所在する大阪府に登録の移転をすることができます。 

 

Ｑ10  福岡県から神奈川県へ登録の移転を行い、その後に勤め先は決まっていませんが、神奈川県内の

宅地建物取引業者の事務所に従事しようと考えていますが、この状態で登録の移転はできますか。 

Ａ10  できません。 

勤め先が決まっていて、その業者が神奈川県に新規免許申請をすでに行っている場合は、「従

事しようとするとき」に該当し登録の移転を行うことができます。この場合は、在籍（就労）証明

書に加えて、免許申請書第一面（受付印のあるもの）の写しも添付する必要があります。 

 

Ｑ11  私の勤め先の会社は宅地建物取引業者免許を取得していますが、私は建設業のみ行っている支店

に勤務し、宅地建物取引業には従事していません。この場合でも、登録の移転はできますか。 

Ａ11  できません。 

宅地建物取引業者の事務所として届け出られている事務所で、宅地建物取引業に従事していない

と登録の移転はできません。 

 

Ｑ12  登録移転の申請をしようと思います。現在、交付を受けている取引士証の有効期限が２ヶ月後

です。この場合でも、移転申請と同時に交付申請書を提出しなければなりませんか。 

Ａ12  移転後、業務に支障がなければ交付申請書を提出しなくても構いません。この場合、移転後の取

引士証の交付については、移転後の都道府県の法定講習実施団体にあらかじめご相談ください。 

 

 

＜取引士証の交付申請について＞ 

Ｑ13  更新の連絡がこなくても、取引士証の更新手続きはできますか。 

Ａ13  できます。 

有効期間満了日の６か月前から法定講習を受講することができます。法定講習は申込みをしても、

その際の申込状況により、受講できるのが２～３ヶ月先になってしまうこともありますので早めに

手続きをするようにしてください。 

 

 

Ｑ14  取引士証の有効期間があとわずかしかないのですが、更新は間に合いますか。 

Ａ14  至急法定講習の実施機関へ連絡をしてください。法定講習の申込み状況等により、更新が間に合

わない場合もあります。現在、専任の宅地建物取引士として従事している方は特に注意してくださ

い。 
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Ｑ15 過去に取引士証を持っていましたが、更新申請をしなかったため、有効期限が切れてしまいまし

た。今回、取引士証の交付を受けたいのですが、どうすればよいのですか。 

Ａ15 法定講習を受講すれば、その時点から５年間の取引士証の交付を受けることができます。 

なお、宅地建物取引士資格登録の取り扱いについては、単に、取引士証の有効期限が切れたこと 

による失効だけでは、同資格登録の効力は抹消（消除）されることはありません。 

 

 

＜登録内容や合格番号の確認、取引士証の返納＞ 

Ｑ16  自分の今現在の登録内容を確認したいのですが。 

Ａ16  個人情報ですので、原則として本人が取引士証や運転免許証等の身分を確認できるものを持参の

うえ、建設業課宅建指導グループに来庁し確認してください。 

 

Ｑ17 合格番号を教えてほしいのですが。 

Ａ17  個人情報ですので、本人が運転免許証等の身分を確認できるものを持参のうえ、建設業課宅建指

導グループに来庁し確認してください。来庁していただくことが原則ですが、本人確認事項が確認

できる場合に限り、電話での対応も可能です。 

  なお、昭和６３年以降に合格された方は、一般財団法人不動産適正取引推進機構（電話 ０３－

３４３５－８１８１）に問い合わせてください。 

 

Ｑ18  もう使う予定がないので、取引士証を返納したいのですが。 

Ａ18  有効期間の切れた取引士証は、建設業課宅建指導グループ宛に送付してください。ただし、有効

期間がまだあるものについては、法令上返納できませんので期間が切れるまでお持ちください。 

 

＜旧姓使用＞ 

Ｑ19 旧姓を使用する場合、宅地建物取引士証にはどのように記載されますか。また、旧姓のみを記載

し、現姓（戸籍上の姓）を記載しないようにすることはできますか。 

  Ａ19 旧姓を使用する場合、現姓と旧姓が併記され、次のように表示されます。 

    「現姓［旧姓］ 名前 」 

    （例）川崎 花子が、「横浜」の旧姓を使用する場合、「川崎［横浜］ 花子」と記載されます。 

 

     また、現姓を記載しないようにすることはできません。 

 

   Ｑ20 旧姓が２つ以上ありますが、いずれの旧姓も使用可能ですか。 

   Ａ20  宅地建物取引士証における旧姓使用が可能なのは、住民票に記載されている旧姓となります。 
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様式第五号（第十四条の三関係）                                    （Ａ４） 

３ １ ０ 

登 録 申 請 書 
（第一面） 

          宅地建物取引業法第１９条第１項の規定により、同法第１８条第１項の登録を申請します。 

   2.4ｃｍ 

           Ｒ７ 年 ５ 月 １０ 日 

          神 奈 川 県 知 事  殿 

     3ｃｍ                 郵便番号（231－8588） 

                    申請者 住  所 横浜市中区日本大通１ 

 

                        氏  名 神奈川 太郎         

 

受付番号          受付年月日          登録番号 

※       ※        １ ４          

 

項番  ◎申請者に関する事項   ※旧姓使用をする場合、「神奈川 [旧姓] 太郎」と記載してください。 

11  フリガナ カ ナ カ  ゙ ワ  タ ロ ウ            

  氏  名 神 奈 川  太 郎               

 生年月日 Ｓ  ５ ０ 年 ０ ７ 月 ０ １ 日 性別 １ 1．男 2．女 

 郵便番号 ２ ３ １  ８ ５ ８ ８  

 住所市区町村コード １ ４ １ ０ ４ ６  神奈川  都道府県 横浜 市郡区  中  区町村 

住  所 
日 本 大 通 １                

                     

 電話番号 ０ ４ ５ － ２ １ ０ － ６ ３ １ ５   

 本籍市区町村コード １ ４ １ ５ ３ ４  神奈川  都道府県 相模原  市郡区  南  区町村 

 
本  籍 

× × × × 九 丁 目 ８ ８ ８ 番 地         

                    

   ◎実務経験に関する事項 

12  実務経験先の免許証番号 １ ４ (3 )  ４ ５ ６ ７ ８ 商号又は名称 株 式 会 社  × × 不 動 産    

  実務経験先での職務内容 営 業         期 間 Ｈ ２ ８ ０ ５ ０ ６ ～ Ｒ ０ ７ ０ ５ ０ ５ 

 実務経験先の免許証番号   (  )       商号又は名称              

 実務経験先での職務内容           期 間        ～        

 実務経験先の免許証番号   (  )       商号又は名称              

 実務経験先での職務内容           期 間        ～        

 合   計 ０ ９ 年 ０ ０ 月間 

 
 
   ◎国土交通大臣の認定に関する事項 

13  認定コード   認定年月日     年   月   日 

   ◎試験に関する事項 

14  合格証書番号 ０ ４ １ ４ ９ ９ ９ ９  合格年月日 Ｈ  ２ ２ 年 １ ２ 月 ０ １ 日 

 
 ◎業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項 

15  
商号又は名称 

株 式 会 社  × × 不 動 産           

                      

 免許証番号 １ ４ ( 3 )  ４ ５ ６ ７ ８  

確認欄 

※ 

 

確認欄 

※ 

 

確認欄 

※ 

 

確認欄 

※ 

 

写真 

登録実務講習を修了して、登録申請する方は、認定

コード「１」、修了日を記載 

確認欄 

※ 
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（第二面） 
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様式第五号の二（第十四条の三関係）                        （Ａ４） 

実 務 経 験 証 明 書 

（フリガナ） 

被証明者氏名 

カナガワ タロウ 

神奈川 太郎 

実務経験先及び在職期間              証  明  者 

免 許 証 番 号         神奈川県知事（3）第 45678 号 
免許証番号 神奈川県知事（3）第 45678 号 

商 号又は名 称         株式会社 ××不動産 

職 務 内 容         営業 
商号又は名称 株式会社 ××不動産 

従業者証明書番号 ０６０４０１ 

在 職 期 間         

平成２８ 年 ５ 月 ６ 日から 

令和７  年 ５ 月  ５ 日まで 

       ９ 年 ０ 月間 

代表者氏名 

 

代表取締役 

  横 浜  次 郎        

 

免 許 証 番 号          
免許証番号 

国土交通大臣 

（  ）第     号 

  知事 商 号又は名 称          

職 務 内 容          
商号又は名称 

 

従業者証明書番号  

在 職 期 間         

      年  月  日から 

      年  月  日まで 

         年  月間 

代表者氏名 

 

 

             

 

免 許 証 番 号          
免許証番号 

国土交通大臣 

（  ）第     号 

  知事 商 号又は名 称          

職 務 内 容          
商号又は名称  

従業者証明書番号  

在 職 期 間         

      年  月  日から 

      年  月  日まで 

         年  月間 

代表者氏名 

 

 

             

 

在職期間計 ９年 ０月間 

 

備 考 

１ 証明は実務経験先の宅地建物取引業者等が行うものとし、申請者が宅地建物取引業者（法人であ 

 るときはその役員）であるときは、他の宅地建物取引業者等が証明すること。 

２ 証明者が法人である場合においては、代表者が証明すること。 

３ 実務経験先の免許が変更されているときは、区別して記載すること。 

 
免許換えで免許番号が変更された場合も区別して記載

してください。 

登録申請時点で免許が有効な宅建業者が証明してくだ

さい。 
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従 業 者 名 簿 
 

様式第八号の二（第十七の二関係） 

氏名 従業者証明書番号 主たる職務内容 
宅地建物取引士で 
あるか否かの別 

この事務所の従業者 
となった年月日 

この事務所の従業者で 
なくなった年月日 

宅 建 一 郎 830701 営業統括  ○ S58.7.25  

宅 建 花 子 931002 一般事務  H5.10.1  

神奈川 太 郎 990603 営業  H11.6.1  

横 浜 加奈子 010404 営業  H13.4.1 H15.9.30 

川 崎 次 郎 031005 営業  H15.10.12  

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                               令和７年５月10日 

                                                      

                                             原本の内容と相違ありません。 

                                

                                                 株式会社 神奈川不動産       

                                                   代表取締役 宅 建 一 郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この名簿は、通常、Ａ４版の横版で

作成することが一般的です。 

従業者名簿作成にあたっての注意事項 

１ 「従業者証明書番号」の欄には、法第４８条第１項の証明書の番号を記入すること。 

２ 「宅地建物取引士であるか否かの別」の欄には、取引士である者には○印をつけること。 

３ 一時的に業務に従事するものについても記載すること。 

４ 記載すべき事項が発生した場合には、２週間以内に記載すること。 

なお、記載事項について変更、訂正等をするときには、変更、訂正等をする前の文字等

は、読むことができるようにしておくこと。 
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様式第六号（第十四条の三関係）                     （Ａ４） 

 

 

 

誓  約  書 

 

 
 

 

私は、宅地建物取引業法第１８条第１項第３号から第12号までに該当しない者 

であることを誓約します。 

 

 

 

 

     令和７ 年 ５ 月 10 日 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 神奈川 太郎         

 

      神 奈 川 県 知 事  殿 
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（Ａ４） 

 代理申請の場合は、委任状を添付  

様式第七号（第十四条の七関係）                                        ３３０ 

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 
宅地建物取引業法第２０条の規定により、下記の事項についての変更の登録を申請します。 

令和 ７年 ５ 月 １０日 
    神 奈 川 県 知 事 殿 

申 請 者 氏  名 川 崎 花 子   
生年月日 Ｓ ５５年 １１ 月 １１ 日 

受付番号           受付年月日        申請時の登録番号 
※       ※        1 4 ― ９ ９ ９ ９ ９ ９ ―   

 

項番 ◎申請者に関する事項 
11  変更年月日 R ― ０ ７ 年 ０ ５ 月 ０ ５ 日 

確認欄 

変
更
後 

フリガナ カ ワ サ キ  ハ ナ コ             

氏  名 川 崎  花 子                

           
 

※旧姓使用をする場合、「川崎 [横浜] 花子」と記載してください。 

変
更
前 

フリガナ ヨコハマ ハナコ 

氏  名 横浜 花子  ※ 

 

12  変更年月日 R ― ０ ７ 年 ０ ４ 月 ０ １ 日 

確認欄 

変 

更 

後 

郵 便 番 号 ２ １ ０ ― ８ ５ ７ ７  

住所市区町村コード １ ４ １ ３ １ ３     神奈川 都道府県 川崎 市郡区 川崎 区町村 

住    所 
× × 町 ２ ２ ２ 番 地 の １           

                    

電 話 番 号 ０ ４ ４ － × × × － × × × ×   

  

変更前 住所 横浜市中区日本大通１番地  ※ 

 

13  変更年月日 R ― ０ ７ 年 ０ ５ 月 ０ ５ 日 

確認欄 

変
更
後 

本籍市区町村コード １ ４ １ ３ １ ３    神奈川県 都道府県 川崎 市郡区 川崎 区町村 

本    籍 
× × 町 ２ ２ ２ 番 地             

                    

  

変更前 本籍 横浜市中区日本大通１番地  ※ 

 

      ◎業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項 
14  変更年月日 R ― ０ ７ 年 ０ ５ 月 ０ １ 日 

 

変
更
後 

商号又は名称 
株 式 会 社  × × × 不 動 産          

                    

免許証番号 １ ４ (５ )  ５ ５ ５ ５ ５  

  

変更年月日 R ― ０ ７ 年 ０ ４ 月 ３ １ 日 

確認欄 

 

変
更
前 

商号又は名称 株式会社 ××商事 

免許証番号 
国土交通大臣 

   神奈川県知事 （３） 第  ３３３３３ 号 

 
※ 

記載例（氏名、住所、本籍、従事先情報を

変更する場合） 
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様式第七号の四（第十四条の十三関係）                       （Ａ４） 

３ ６ ０ 

 

宅地建物取引士証書換え交付申請書 
 

令和７年５月１０日 

 

 神 奈 川 県 知 事  殿 

 

             申請者 発行番号 991498765 

 

                 郵便番号（231－0013） 

                 住  所  横浜市中区住吉町６－７６－３  

                      横浜グリーンマンション１０１ 

                 氏  名 神奈川 太郎               

 

                 電話番号（０４５）６３３－３０３６ 

 

   受付番号         受付年月日         申請時の登録番号 

※       ※        １ ４  ０ １ ２ ３ ４ ５   

 

    受講年月日 

※       

 

宅地建物取引士証記載事項を下記のとおり変更しましたので、宅地建物取引業法施行規則第１４条の１３の規定により、宅地

建物取引士証の書換え交付を申請します。 

 

変更に係る事項 変  更  後 変  更  前 交 付 年 月 日 

（ フ リ ガ ナ ） 

氏     名 

 

ｶﾅｶﾞﾜ   ﾀﾛｳ 

神奈川 太郎 

 

ﾖｺﾊﾏ  ﾀﾛｳ 

横浜 太郎 

 

Ｒ１．５．７ 

 

 

 

 

 

 

※ 旧姓使用をする場合、「変更後」欄は、「神奈川［横浜] 太郎」と記載してください。 

 

 

 

 

 

確認欄 

※ 

 

記載例（この申請書は、有効期限内の取引士証を持つ申請

者の氏名のみが変更になる場合に手続きが必要） 

発行番号は、取引士証の一番下に記載

されています。 

住所が変更になっている場合には、変

更後の住所を記載 

フルネームで記載 
交付年月日は、取引士証の下か

ら２行目に記載 
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備 考 

 ① 申請者は、※印の欄には記入しないでください。 

 ② 「申請時の登録番号」の欄は、登録を受けている都道府県知事については、下の表より該当するコードを記入 

してください。ただし、北海道知事の登録を受けている場合には、５１～６４のうち該当するコードを記入し 

てください。また、登録番号に「選考」とある場合にのみ最後の□に「１」を記入してください。 

 

（記入例）  １ ４  ０ ０ ０ １ ０ ０   〔神奈川県知事登録第１００号の場合〕 

 

02 青森県知事 17 石川県知事 32 島根県知事 47 沖縄県知事 

03 岩手県知事 18 福井県知事 33 岡山県知事 51 北海道知事（石狩） 

04 宮城県知事 19 山梨県知事 34 広島県知事 52 北海道知事（渡島） 

05 秋田県知事 20 長野県知事 35 山口県知事 53 北海道知事（檜山） 

06 山形県知事 21 岐阜県知事 36 徳島県知事 54 北海道知事（後志） 

07 福島県知事 22 静岡県知事 37 香川県知事 55 北海道知事（空知） 

08 茨城県知事 23 愛知県知事 38 愛媛県知事 56 北海道知事（上川） 

09 栃木県知事 24 三重県知事 39 高知県知事 57 北海道知事（留萌） 

10 群馬県知事 25 滋賀県知事 40 福岡県知事 58 北海道知事（宗谷） 

11 埼玉県知事 26 京都府知事 41 佐賀県知事 59 北海道知事（網走） 

12 千葉県知事 27 大阪府知事 42 長崎県知事 60 北海道知事（胆振） 

13 東京都知事 28 兵庫県知事 43 熊本県知事 61 北海道知事（日高） 

14 神奈川県知事 29 奈良県知事 44 大分県知事 62 北海道知事（十勝） 

15 新潟県知事 30 和歌山県知事 45 宮崎県知事 63 北海道知事（釧路） 

16 富山県知事 31 鳥取県知事 46 鹿児島県知事 64 北海道知事（根室） 

 

  

 

有 効 期 限 
 

Ｒ７．５．3１ 

生年月日 Ｓ１０．１０．１０ 

住所変更の有無 
 

有    無  

日中連絡のとれる 

電話番号 

０４５－××××－××××（ 勤 務 先 ） 

０９０－９９９９－９９９９ 

写真２枚確認  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書換え交付申請と同時

に住所変更をした方は

「有」と記入してくだ

さい。 

9:00～17:00頃の時

間帯に連絡のとれる

「勤務先」、「携

帯」等の電話番号を

記載してください。 

記載しないでください。 
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様式第七号の二の二（第十四条の十関係）                          （Ａ４） 

３ ５ ０ 

※  

 

宅 地 建 物 取 引 士 証 

 交 付 申 請 書 

 

          下記により、宅地建物取引士証の交付を申請します。 
   2.4ｃｍ 

    令和７年 ５ 月 １０ 日 
             神奈川県 知事   殿 
     3ｃｍ 
                     郵便番号（ 210－ 8577 ） 
                 申請者 住  所  川崎市川崎区××町２２２番地の１ 
 
                     氏  名 川崎 花子         
 

申請の種類 

１ 
 

1.新規 
2.更新 
3.登録の移転 

 

   受付番号          受付年月日         申請時の登録番号 

※       ※        １ ４  ９ ９ ９ ９ ９ ９   

    受講年月日 
※       
 

住   所 
 
川崎市川崎区××町２２２番地の１   電話番号（ 044 ） ××× － ×××× 

（フリガナ） 
氏   名 

カワサキ ハナコ 

川崎 花子 

生 年 月 日 昭和５５ 年 １１ 月 １１ 日 

業務に従事してい 
る宅地建物取引業 
者に関する事項 

商号又は名称 株式会社 ×××不動産 

免許証番号 
国土交通大臣 
神奈川県 知事 

（ ５ ）第 ５５５５５ 号 

新規の場合 
試験の合格後１年を経 
過しているか否かの別 

 
１年を経過して（ いる ・ いない ） 

更新又は登録 
の移転の場合 

現に有する宅地建物取引
士証の有効期限 

        年     月     日 

 

 

※ 旧姓使用をする場合、「氏名」欄は、「川崎 [旧姓] 花子」と記載してください。 

 

写真 

確認欄 

※ 

 

記載例（試験合格後１年以内に新たに取引

士証の交付を受ける場合） 
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様式第七号の五（第十四条の十五関係）                       （Ａ４） 

３ ７ ０ 

 

宅地建物取引士証再交付申請書 

 
 

 

 

 

 

令和７ 年 ５ 月 １０日 

 

 神 奈 川 県 知 事  殿 

 

                 郵便番号（ 210 － 8577 ） 

             申請者 住  所 川崎市川崎区××町２２２－１ 

 

                 氏  名 川崎 花子            

 

                 電話番号（ 044 ） ××× － ×××× 

 

   受付番号        受付年月日         申請時の登録番号 

※       ※        １ ４  ９ ９ ９ ９ ９ ９   

 

    受講年月日 

※       

 

宅地建物取引業法施行規則第１４条の１５の規定により、下記のとおり宅地建物取引士証の再交付を申請します。 

 

住     所 神奈川県川崎市川崎区××町２２２－１ 

（ フ リ ガ ナ ） 

氏     名 

カワサキ ハナコ 

川崎 花子 

生 年 月 日 昭和５５ 年 １１ 月 １１ 日 

再交付を申請する理由 

 

１．亡失   ２．滅失   ３．汚損   ４．破損 ５．その他の事由 

私は、令和７年５月１日に取引士証を上着のポケットに入れたままで仕事をしてい

ましたが、仕事が終わってから着替えをしようとしたところ、取引士証が上着ポケ

ットに入っておりませんでした。その後、職場内を探しましたが、見つかりません

でした。見つかった場合には速やかに返還いたします。 

 令和７年５月５日  ▲▲▲▲警察署に届出  受付番号は○○○○号 

確認欄 

※ 

 

記載例（取引士証を亡失して取引士証の再

交付を受ける場合） 
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備 考 

 ① 申請者は、※印の欄には記入しないでください。 

 ② 「申請時の登録番号」の欄は、登録を受けている都道府県知事については、下の表より該当するコードを記入 

してください。ただし、北海道知事の登録を受けている場合には、５１～６４のうち該当するコードを記入し 

てください。また、登録番号に「選考」とある場合にのみ最後の□に「１」を記入してください。 

 

（記入例）  １ ４  ０ ０ ０ １ ０ ０   〔神奈川県知事登録第１００号の場合〕 

 

02 青森県知事 17 石川県知事 32 島根県知事 47 沖縄県知事 

03 岩手県知事 18 福井県知事 33 岡山県知事 51 北海道知事（石狩） 

04 宮城県知事 19 山梨県知事 34 広島県知事 52 北海道知事（渡島） 

05 秋田県知事 20 長野県知事 35 山口県知事 53 北海道知事（檜山） 

06 山形県知事 21 岐阜県知事 36 徳島県知事 54 北海道知事（後志） 

07 福島県知事 22 静岡県知事 37 香川県知事 55 北海道知事（空知） 

08 茨城県知事 23 愛知県知事 38 愛媛県知事 56 北海道知事（上川） 

09 栃木県知事 24 三重県知事 39 高知県知事 57 北海道知事（留萌） 

10 群馬県知事 25 滋賀県知事 40 福岡県知事 58 北海道知事（宗谷） 

11 埼玉県知事 26 京都府知事 41 佐賀県知事 59 北海道知事（網走） 

12 千葉県知事 27 大阪府知事 42 長崎県知事 60 北海道知事（胆振） 

13 東京都知事 28 兵庫県知事 43 熊本県知事 61 北海道知事（日高） 

14 神奈川県知事 29 奈良県知事 44 大分県知事 62 北海道知事（十勝） 

15 新潟県知事 30 和歌山県知事 45 宮崎県知事 63 北海道知事（釧路） 

16 富山県知事 31 鳥取県知事 46 鹿児島県知事 64 北海道知事（根室） 

 

 ③ 「再交付を申請する理由」の欄は、該当するものの番号を○で囲み、具体的な理由を記入してください。 

 ④ 汚損、破損又はその他の事由を理由に申請する場合は、申請者が現に有する宅地建物取引士証を添付してください。 

 

有 効 期 限 Ｒ７．５．３１ 

住所変更の有無 
 

有     無 

日中連絡のとれる 

電話番号 

０４５－×××－××××（ 勤 務 先 ） 

０９０－９９９９－９９９９ 

写真２枚確認 
 

本人確認 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

書換え交付申請と同時

に住所変更をした方は

「有」と記入してくだ

さい。 

9:00～17:00頃の時

間帯に連絡のとれる

「勤務先」、「携

帯」等の電話番号を

記載してください。 
記載しないでください。 
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様式第七号の二（第十四条の七の二関係）                     （Ａ４）  

３ ４ ０ 

 

宅地建物取引士死亡等届出書 
 
宅地建物取引士について、宅地建物取引業法第２１条の規定により、次のとおり届け出ます。 

 
令和７ 年 ５ 月 １０ 日 

 
  神 奈 川 県 知 事  殿 
 
                 届出者 住 所  横浜市 中区 日本大通１ 
 
                     氏 名 横浜 一 郎             
 

受付番号        受付年月日       届出時の登録番号 
※       ※        １ ４  ９ ９ ９ ９ ９ ９   

 

宅地建物取引業法第１８条第１項の登録 
を受けている者と届出人との関係 

 
１．相続人 ２．本人 ３．法定代理人 ４．同居の親族 

届  出  の  理  由 

１．死亡 
２．法第１８条第１項第１号 
３．法第１８条第１項第２号 
４．法第１８条第１項第３号 
５．法第１８条第１項第４号 
６．法第１８条第１項第５号 
７．法第１８条第１項第６号 
８．法第１８条第１項第７号 
９．法第１８条第１項第８号 
10. 法第１８条第１項第12号 

宅地建物取引業法第１８条第１項の登録 
を受けている者の氏名 

横浜 太郎 性 別 

 
１.男 ２.女 

生   年   月   日     昭和  ２ 年  １ 月 １ 日 

登  録  年  月  日     昭和 ４５ 年 １１ 月 １ 日 

本           籍 横浜市中区日本大通１ 

住            所 横浜市中区日本大通１－１－１ 

 業務に従事する（又は 
 していた）宅地建物取 
 引業者に関する事項 

商号又は名称 株式会社 ×××不動産 

免許証番号       
国土交通大臣 
神奈川知事 （ 10 ）第 １２３４５６ 号 

確認欄 

届  出  事  由  の  生  じ  た  日           令和７ 年 ５月 ５ 日  ※ 

 

 

記載例（取引士が死亡し、相続人が届出を

する場合） 
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第１号様式の３（第19条の２関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

宅地建物取引士資格登録消除申請書 

 

令和７年 ５ 月 １０ 日 

 

神奈川県知事殿 

 

 

                 申請者 住所 横浜市中区日本大通１ 

  

氏名 横 浜 太 郎   

 

 

          申請時の登録番号 

 

 

宅地建物取引業法第22条第１号の規定により、同法第18条第１項の登録の消除を申請します。 

 

宅地建物取引業法第18条第１項

の 登 録 を 受 け て い

る 者 の 氏 名 

 

横 浜 太 郎 

 

生  年  月  日 

 

 

昭和  ２ 年  １ 月 １ 日 

 

登  録  年  月  日 

 

 

昭和 ４５ 年 １１ 月 １ 日 

 

住  所 

 

 

横浜市中区日本大通１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ ４  ９ ９ ９ ９ ９ ９   

記載例 

（取引士本人が、自ら登録消除の申請をする場合） 

※登録消除申請ができるのは、本人のみ 
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様式第六号の二（第十四条の五関係）                                  （Ａ４） 

３ ２ ０ 

           

登録移転申請書 
 

 

 
 

          宅地建物取引業法第１９条の２の規定により、登録の移転を申請します。 

   2.4ｃｍ 

   令和７年 ５ 月１０日 

            神奈川県知事  殿 

     3ｃｍ                 郵便番号（２３１－０００１） 

                    申請者 住  所  横浜市中区日本大通り１ 

 

                        氏  名  川崎 花子            

 

       移転前の都道府県知事  移転前の都道府県知事 

       の受付番号       の受付年月日         移転前の登録番号 

※       ※        ２ ７  ９ ９ ９ ９ ９ ９   

 

移転後の都  移転後の都道府県知事  移転後の都道府県知事 

道府県知事  の受付番号       の受付年月日         移転後の登録番号 

１ ４  ※       ※        ※           

 

項番  ◎申請者に関する事項 

11  フリガナ カワサキ ハナコ 

  氏  名 
川崎 花子 

 

 生年月日 Ｓ  ５５ 年 １１ 月 １１ 日 性別 ２ 1．男 2．女 

 郵便番号 ２ ３ １  ０ ０ ０ １  

 住所市区町村コード １ ４ １ ０ ４ ６  神奈川 都 道 府 県  横浜 市 郡 区  中  区 町 村 

住  所 
× × × １ － １ － １             

                     

 電話番号 ０ ４ ５ ― ９ ４ １ － ９ ９ ９ ９   

 本籍市区町村コード １ ４ １ ０ ４ ６  神奈川 都 道 府 県  横浜  市 郡 区  中 区 町 村 

 
本  籍 

× × × １ 丁 目 １ 番 地            

                    

 

   ◎移転に関する事項 

12  移転前の都道府県知事 ２ ７ 移転の理由 神奈川県に営業所がある宅建業者で宅建業に従事しているため。 

 ◎移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者に関する事項 

  
商号又は名称 

株 式 会 社  × × × × 不 動 産         

                    

 免許証番号 ０ ０ (10)  ９ ９ ９ ９ ９  

 

確認欄 

※ 

 

写真 

確認欄 

※ 

 

住所、本籍、従事先等の変更が伴う場合には、

登録移転手続きの前（同時でも可）に、登録移

転前の都道府県に変更手続きをしておくこと。 

記載例（大阪府登録から神奈川県登録へ登

録移転する場合） 
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様式第五号（第十四条の三関係）                                    （Ａ４） 

３ １ ０ 

登 録 申 請 書 
（第一面） 

 

          宅地建物取引業法第１９条第１項の規定により、同法第１８条第１項の登録を申請します。 

   2.4ｃｍ 

             年   月   日 

          神 奈 川 県 知 事  殿 

     3ｃｍ                 郵便番号（   －    ） 

                    申請者 住  所 

 
                        氏  名                      
 

受付番号          受付年月日          登録番号 
※       ※        １ ４          

 
項番  ◎申請者に関する事項 

11  フリガナ                     

  氏  名                     

 生年月日     年   月   日 性別  1．男 2．女 

 郵便番号          

 住所市区町村コード             都道府県      市郡区      区町村 

住  所 
                    

                     

 電話番号               

 本籍市区町村コード             都道府県      市郡区       区町村 

 
本  籍 

                    

                    

   ◎実務経験に関する事項 

12  実務経験先の免許証番号   (  )       商号又は名称              

  実務経験先での職務内容           期 間        ～        

 実務経験先の免許証番号   (  )       商号又は名称              

 実務経験先での職務内容           期 間        ～        

 実務経験先の免許証番号   (  )       商号又は名称              

 実務経験先での職務内容           期 間        ～        

 合   計   年   月間 

 
 
   ◎国土交通大臣の認定に関する事項 

13  認定コード   認定年月日     年   月   日 

   ◎試験に関する事項 

14  合格証書番号          合格年月日     年   月   日 

 
 ◎業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項 

15  
商号又は名称 

                    

                      

 免許証番号   (  )        

 

 

確認欄 

※ 

 

確認欄 

※ 

 

確認欄 

※ 

 

確認欄 

※ 

 

写真 

確認欄 

※ 
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（第二面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

様式第五号の二（第十四条の三関係）                        （Ａ４） 

 

実 務 経 験 証 明 書 
 

（フリガナ） 

被証明者氏名 
 

実務経験先及び在職期間              証  明  者 

免 許 証 番 号          
免許証番号  

商 号又は名 称          

職 務 内 容          
商号又は名称  

従業者証明書番号  

在 職 期 間         

 年  月  日から 

     年  月  日まで 

        年   月間 

代表者氏名 

 

        

 

免 許 証 番 号          
免許証番号 

国土交通大臣 

（  ）第     号 

  知事 商 号又は名 称          

職 務 内 容          
商号又は名称  

従業者証明書番号  

在 職 期 間         

      年  月  日から 

      年  月  日まで 

         年  月間 

代表者氏名 

 

 

             

 

免 許 証 番 号          
免許証番号 

国土交通大臣 

（  ）第     号 

  知事 商 号又は名 称          

職 務 内 容          
商号又は名称  

従業者証明書番号  

在 職 期 間         

      年  月  日から 

      年  月  日まで 

         年  月間 

代表者氏名 

 

 

             

 

在職期間計 年  月間 

 

備 考 

１ 証明は実務経験先の宅地建物取引業者等が行うものとし、申請者が宅地建物取引業者（法人であ 

 るときはその役員）であるときは、他の宅地建物取引業者等が証明すること。 

２ 証明者が法人である場合においては、代表者が証明すること。 

３ 実務経験先の免許が変更されているときは、区別して記載すること。 
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様式第六号（第十四条の三関係）                     （Ａ４） 

 

 

 

誓  約  書 

 

 
 

 

私は、宅地建物取引業法第１８条第１項第３号から第１２号までに該当しない者 

であることを誓約します。 

 

 

 

 

          年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名                

 

      神 奈 川 県 知 事  殿 
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 代理申請の場合は、委任状を添付  

様式第七号（第十四条の七関係）                                        ３３０ 

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 
宅地建物取引業法第２０条の規定により、下記の事項についての変更の登録を申請します。 

   年    月    日 

    神 奈 川 県 知 事 殿 

申 請 者 氏  名               

生年月日    年   月    日 

受付番号           受付年月日        申請時の登録番号 

※       ※          ―       ―  
 

項番 ◎申請者に関する事項 
11  変更年月日  ―   年   月   日 

確認欄 

変
更
後 

フリガナ                     

氏  名                     

  

変
更
前 

フリガナ  

氏  名   ※ 

 

12  変更年月日  ―   年   月   日 

確認欄 

変 

更 

後 

郵 便 番 号    ―      

住所市区町村コード              都道府県    市郡区    区町村 

住    所 
                    

                    

電 話 番 号               

  

変更前 住所   ※ 

 

13  変更年月日  ―   年   月   日 

確認欄 

変
更
後 

本籍市区町村コード              都道府県    市郡区    区町村 

本    籍 
                    

                    

  

変更前 本籍   ※ 

 

      ◎業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項 
14  変更年月日  ―   年   月   日 

 

変
更
後 

商号又は名称 
                    

                    

免許証番号   (  )        

  

変更年月日  ―   年   月   日 

確認欄 

 変
更
前 

商号又は名称  

免許証番号 
国土交通大臣 

      知事 （ ） 第       号 
 

※ 
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様式第七号の四（第十四条の十三関係）                       （Ａ４） 

３ ６ ０ 

 

宅地建物取引士証書換え交付申請書 
 

年  月  日 

 

 神 奈 川 県 知 事  殿 

 

             申請者 発行番号 

 

                 郵便番号（    －     ） 

                 住  所 

 

                 氏  名                      

 

                 電話番号（     ）    － 

 

   受付番号         受付年月日         申請時の登録番号 

※       ※        １ ４          

 

    受講年月日 

※       

 

宅地建物取引士証記載事項を下記のとおり変更しましたので、宅地建物取引業法施行規則第１４条の１３の規定により、宅地

建物取引士証の書換え交付を申請します。 

 

変更に係る事項 変  更  後 変  更  前 交 付 年 月 日 

（ フ リ ガ ナ ） 

氏     名 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認欄 

※ 
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備 考 

 ① 申請者は、※印の欄には記入しないでください。 

 ② 「申請時の登録番号」の欄は、登録を受けている都道府県知事については、下の表より該当するコードを記入 

してください。ただし、北海道知事の登録を受けている場合には、５１～６４のうち該当するコードを記入し 

てください。また、登録番号に「選考」とある場合にのみ最後の□に「１」を記入してください。 

 

（記入例）  １ ４  ０ ０ ０ １ ０ ０   〔神奈川県知事登録第１００号の場合〕 

 

02 青森県知事 17 石川県知事 32 島根県知事 47 沖縄県知事 

03 岩手県知事 18 福井県知事 33 岡山県知事 51 北海道知事（石狩） 

04 宮城県知事 19 山梨県知事 34 広島県知事 52 北海道知事（渡島） 

05 秋田県知事 20 長野県知事 35 山口県知事 53 北海道知事（檜山） 

06 山形県知事 21 岐阜県知事 36 徳島県知事 54 北海道知事（後志） 

07 福島県知事 22 静岡県知事 37 香川県知事 55 北海道知事（空知） 

08 茨城県知事 23 愛知県知事 38 愛媛県知事 56 北海道知事（上川） 

09 栃木県知事 24 三重県知事 39 高知県知事 57 北海道知事（留萌） 

10 群馬県知事 25 滋賀県知事 40 福岡県知事 58 北海道知事（宗谷） 

11 埼玉県知事 26 京都府知事 41 佐賀県知事 59 北海道知事（網走） 

12 千葉県知事 27 大阪府知事 42 長崎県知事 60 北海道知事（胆振） 

13 東京都知事 28 兵庫県知事 43 熊本県知事 61 北海道知事（日高） 

14 神奈川県知事 29 奈良県知事 44 大分県知事 62 北海道知事（十勝） 

15 新潟県知事 30 和歌山県知事 45 宮崎県知事 63 北海道知事（釧路） 

16 富山県知事 31 鳥取県知事 46 鹿児島県知事 64 北海道知事（根室） 

 

  

 

有 効 期 限 
 

 

生年月日  

住所変更の有無 
 

有    無  

日中連絡のとれる 

電話番号 
 

写真２枚確認  
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様式第七号の二の二（第十四条の十関係）                          （Ａ４） 

３ ５ ０ 

※  

 

宅 地 建 物 取 引 士 証 

 交 付 申 請 書 

 

          下記により、宅地建物取引士証の交付を申請します。 

   2.4ｃｍ 

          年    月   日 

                  知事   殿 

     3ｃｍ 

                     郵便番号（        ） 

                 申請者 住  所   
 
                     氏  名                       
 

申請の種類 

 
 

1.新規 
2.更新 
3.登録の移転 

 

   受付番号          受付年月日         申請時の登録番号 

※       ※                   

    受講年月日 
※       
 

住   所 
 

  電話番号（     ）     －    

（フリガナ） 
氏   名 

 

 

生 年 月 日  年    月    日 

業務に従事してい 
る宅地建物取引業 
者に関する事項 

商号又は名称  

免許証番号 
国土交通大臣 

知事 
（   ）第       号 

新規の場合 
試験の合格後１年を経 
過しているか否かの別 

 
１年を経過して（ いる ・ いない ） 

更新又は登録 
の移転の場合 

現に有する宅地建物取引
士証の有効期限 

        年     月     日 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 

確認欄 

※ 

 



 43 

様式第七号の五（第十四条の十五関係）                       （Ａ４） 

３ ７ ０ 

 

宅地建物取引士証再交付申請書 

 
 

  

 

 

 

    年    月    日 

 

 神 奈 川 県 知 事  殿 

 

                     郵便番号（        ） 

                     申請者 住  所  

 

                     氏  名                  

 

                     電話番号（     ）     －  

 

   受付番号        受付年月日         申請時の登録番号 

※       ※                   

 

    受講年月日 

※       

 

宅地建物取引業法施行規則第１４条の１５の規定により、下記のとおり宅地建物取引士証の再交付を申請します。 

 

住     所  

（ フ リ ガ ナ ） 

氏     名 
 

生 年 月 日  年    月    日 

再交付を申請する理由 

 

１．亡失  ２．滅失  ３．汚損 ４．破損 ５．その他の事由 

 

確認欄 

※ 
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備 考 

 ① 申請者は、※印の欄には記入しないでください。 

 ② 「申請時の登録番号」の欄は、登録を受けている都道府県知事については、下の表より該当するコードを記入して

ください。ただし、北海道知事の登録を受けている場合には、５１～６４のうち該当するコードを記入してください。

また、登録番号に「選考」とある場合にのみ最後の□に「１」を記入してください。 

 

（記入例）  １ ４  ０ ０ ０ １ ０ ０   〔神奈川県知事登録第１００号の場合〕 

 

02 青森県知事 17 石川県知事 32 島根県知事 47 沖縄県知事 

03 岩手県知事 18 福井県知事 33 岡山県知事 51 北海道知事（石狩） 

04 宮城県知事 19 山梨県知事 34 広島県知事 52 北海道知事（渡島） 

05 秋田県知事 20 長野県知事 35 山口県知事 53 北海道知事（檜山） 

06 山形県知事 21 岐阜県知事 36 徳島県知事 54 北海道知事（後志） 

07 福島県知事 22 静岡県知事 37 香川県知事 55 北海道知事（空知） 

08 茨城県知事 23 愛知県知事 38 愛媛県知事 56 北海道知事（上川） 

09 栃木県知事 24 三重県知事 39 高知県知事 57 北海道知事（留萌） 

10 群馬県知事 25 滋賀県知事 40 福岡県知事 58 北海道知事（宗谷） 

11 埼玉県知事 26 京都府知事 41 佐賀県知事 59 北海道知事（網走） 

12 千葉県知事 27 大阪府知事 42 長崎県知事 60 北海道知事（胆振） 

13 東京都知事 28 兵庫県知事 43 熊本県知事 61 北海道知事（日高） 

14 神奈川県知事 29 奈良県知事 44 大分県知事 62 北海道知事（十勝） 

15 新潟県知事 30 和歌山県知事 45 宮崎県知事 63 北海道知事（釧路） 

16 富山県知事 31 鳥取県知事 46 鹿児島県知事 64 北海道知事（根室） 

 

 ③「再交付を申請する理由」の欄は、該当するものの番号を○で囲み、具体的な理由を記入してください。 

 ④ 汚損、破損又はその他の事由を理由に申請する場合は、申請者が現に有する宅地建物取引士証を添付してください。 

 

有 効 期 限  

住所変更の有無 有     無 

日中連絡のとれる 

電話番号 
 

写真２枚確認  

本人確認  
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様式第七号の二（第十四条の七の二関係）                     （Ａ４）  

３ ４ ０ 

 

宅地建物取引士死亡等届出書 
 
宅地建物取引士について、宅地建物取引業法第２１条の規定により、次のとおり届け出ます。 

 
     年    月    日 

 
  神 奈 川 県 知 事  殿 
 
                 届出者 住 所   
 
                     氏 名                    
 

受付番号        受付年月日       届出時の登録番号 
※       ※                   

 

宅地建物取引業法第１８条第１項の登録 
を受けている者と届出人との関係 

 
１．相続人 ２．本人 ３．法定代理人 ４．同居の親族 

届  出  の  理  由 

１．死亡 
２．法第１８条第１項第１号 
３．法第１８条第１項第２号 
４．法第１８条第１項第３号 
５．法第１８条第１項第４号 
６．法第１８条第１項第５号 
７．法第１８条第１項第６号 
８．法第１８条第１項第７号 
９．法第１８条第１項第８号 
10. 法第１８条第１項第12号 

宅地建物取引業法第１８条第１項の登録 
を受けている者の氏名 

 性 別 
 

１.男 ２.女 

生   年   月   日          年   月   日 

登  録  年  月  日          年     月    日 

本           籍  

住            所  

 業務に従事する（又は 
 していた）宅地建物取 
 引業者に関する事項 

商号又は名称  

免許証番号       
国土交通大臣 

（     ）第       号 
確認欄 

届  出  事  由  の  生  じ  た  日                 年    月    日  ※ 
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第１号様式の３（第19条の２関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

宅地建物取引士資格登録消除申請書 

 

年     月     日 

 

神奈川県知事殿 

 

 

                 申請者 住所  

  

氏名              

 

 

          申請時の登録番号 

 

 

宅地建物取引業法第22条第１号の規定により、同法第18条第１項の登録の消除を 

申請します。 

 

 

 

宅地建物取引業法第18条第１項

の 登 録 を 受 け て い

る 者 の 氏 名 

 

 

 

生  年  月  日 

 

 

年   月   日 

 

登  録  年  月  日 

 

 

年   月   日 

 

住  所 
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様式第六号の二（第十四条の五関係）                                  （Ａ４） 

３ ２ ０ 

           

登録移転申請書 
 

 

 
 

          宅地建物取引業法第１９条の２の規定により、登録の移転を申請します。 

   2.4ｃｍ 

      年   月   日 

                   殿 

     3ｃｍ                 郵便番号（       ） 

                    申請者 住  所   

 

                        氏  名                    

 

       移転前の都道府県知事  移転前の都道府県知事 

       の受付番号       の受付年月日         移転前の登録番号 

※       ※                   

 

移転後の都  移転後の都道府県知事  移転後の都道府県知事 

道府県知事  の受付番号       の受付年月日         移転後の登録番号 

   ※       ※        ※           

 

項番  ◎申請者に関する事項 

11  フリガナ  

  
氏  名  

 

 生年月日    年  月  日 性別  1．男 2．女 

 郵便番号          

 住所市区町村コード           都 道 府 県      市 郡 区     区 町 村 

住  所 
                    

                     

 電話番号               

 本籍市区町村コード           都 道 府 県      市 郡 区     区 町 村 

 
本  籍 

                    

                    

 
 
   ◎移転に関する事項 

12  移転前の都道府県知事   移転の理由  

 ◎移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者に関する事項 

  
商号又は名称 

                    

                    

 免許証番号   (  )        

 

 

確認欄 

※ 

 

写真 

確認欄 

※ 
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在 籍 証 明 書 
 

氏  名  足柄 金太郎（神奈川県知事登録○○○○○○号） 

生年月日  平成○年○○月○○日 

 

  上記の者は、下記のとおり当社の宅地建物取引の業務に従事していることを証明します。 

 

 

記 

 

１ 従事している期間   平成○○年○○月○○日から現在まで 

 

２ 従事している事務所  本店 

 

３ 従事先の所在地    小田原市荻窪３５０－１ 

 

 

令和○○年○○月○○日 

 

                           小田原市荻窪３５０－１ 

                           西湘不動産 株式会社 

                           神奈川県知事（○）第○○○○○○号 

                           代表取締役 津久井 一男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在籍証明書の記載例 
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就 労 予 定 証 明 書 
 

氏  名  足柄 金太郎（神奈川県知事登録○○○○○○号） 

生年月日  平成○年○○月○○日 

 

  上記の者は、下記のとおり当社の宅地建物取引の業務に従事することを証明します。 

 

 

記 

 

１ 従事を開始する年月日 平成○○年○○月○○日 

 

２ 従事する事務所    本店 

 

３ 従事先の所在地    小田原市荻窪３５０－１ 

 

 

令和○○年○○月○○日 

 

                           小田原市荻窪３５０－１ 

                           西湘不動産 株式会社 

                           神奈川県知事（○）第○○○○○○号 

                           代表取締役 津久井 一男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労予定証明書の記載

例 
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様式第八号（第十七条関係）  

 

                  表    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  裏      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備 考 

  １ 従業者証明書番号の付し方は、次の方法によること。 

(1) 第１桁及び第２桁には、当該従業者が雇用された年を西暦で表したときの西暦年の下２桁を記載

するものとする。 

(2) 第３桁及び第４桁には、当該従業者が雇用された月を記載するものとする。ただし、その月が１

月から９月までである場合においては、第３桁は０とし、第４桁にはその月を記載するものとする。 

(3) 第５桁以下には、従業者ごとに、重複がないように付した番号を記載するものとする。 

２ 業務に従事する事務所に変更があったときには、裏面に変更後の内容を記入すること。 

３ 従業者の現住所等必要な事項がある場合には、裏面に記入すること。 

４ 用紙の色彩は青色以外とすること。 

５ 証明書の有効期間は５年以下とすること。 

 

 

 

 

 

             従業者証明書 
                  従業者証明書番号 
             従業者氏名             （  年月日生） 
             業務に従事する 
             事務所の名称  
             及 び 所 在 地  
             この者は、宅地建物取引業者の従業者である 

ことを証明します。 
             証明書有効期間    年  月  日から 
                        年  月  日まで 
             免 許 証 番 号   国土交通大臣（ ）第     号 
                          知事 
（ 年 月撮影） 
             商号又は名称  

主たる事務所の所在地 
代表者氏名                     

 
2.4cm 

3.0cm 

８．５４７ｃｍ～８．５７２ｃｍ以下 

５
．
３
９
２
ｃ
ｍ
以
上
５
．
４
０
３
ｃ
ｍ
以
下 

備 考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宅地建物取引業法抜すい 

第48条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であること

を証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。  

  ２ 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。  
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様式第八号の二（第十七の二関係） 

従 業 者 名 簿 

氏名 従業者証明書番号 主たる職務内容 
宅地建物取引士で 
あるか否かの別 

この事務所の従業者と 
なった年月日 

この事務所の従業者で 
なくなった年月日 

      

      

      

      

      

      

      

 

※この名簿は、通常、Ａ４版の横版で作成することが一般的です。 

 

備 考 

 １ 「従業者証明書番号」の欄には、法第４８条第１項の証明書番号を記入すること。 

 ２ 「宅地建物取引士であるか否かの別」の欄には、宅地建物取引士である者には○印をつけること。 

 ３ 一時的に業務に従事するものについても記載すること。 

 ４ 記載すべき事項が発生した場合には、２週間以内に記載すること。なお、記載事項について変更、 

訂正等をするときには、変更、訂正等をする文字等は、なお、読むことができるようにしておくこと。 
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登録実務講習の登録実務講習機関一覧 

省令第１３条の１６第１号に基づき国土交通大臣の登録を受けた講習を行う登録実務講習機関は次のとおりです。

今後、登録実務講習機関が追加または業務を廃止した場合は、随時更新します。なお、講習の実施日時、受講申込

方法等は、それぞれの登録講習機関にお問い合わせください。 

 

                                                                                    （ 令和６年１月29日現在） 

登録番号 機  関  の  名  称 事 務 所 の 所 在 地 電 話 番 号  

２ (株)東京リーガルマインド 東京都中野区中野4-11-10 03-5913-6310 

３ (株)日建学院 東京都豊島区池袋2-38-2 COSMY I 5

階  

0120-243-229 

４ Ｔ Ａ Ｃ (株) 東京都千代田区三崎町3-2-18 0120-509-117 

７ (株)九州不動産専門学院 福岡県福岡市中央区天神1-3-38 092-714-4131 

８ (株)日本ビジネス法研究所 

（日本宅建学院） 

東京都千代田区神田須田町2-23-11 03-3251-6651 

１２ 一般社団法人ＴＡＫＫＹＯ 千葉県八千代市ゆりのき台2-5-7 

サンメールゆりのき台202号室 

047-481-4155 

１３ 一般社団法人職能研修会 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町一

丁目８番地１ 川元ビル１階 

045-594-7181 

１５ (株)Social Bridge 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪

駅前第3ビル10階 

050-5306-1460 

１６ (株)Kenビジネススクール 東京都新宿区新宿２丁目５番12号 03-5326-9294 

１７ 一般財団法人ハートステーション 神奈川県横浜市中区住吉町６-76-３ 045-228-9063 

１８ (株)プライシングジャパン 埼玉県八潮市大瀬一丁目１番地１マ

インループ1017号 

0120-982-382 

２３ 宅建ダイナマイト合格スクール（株） 東京都新宿区四谷三栄町2-14 四ツ

谷ビジネスガーデン 

03-5935-8744 

２４ （株）おおうら（自習室うめだ） 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪

駅前第3ビル2F48号 

06-6225-8976 

２５ ＴＯＰ宅建学院（一社）日本就職支援

協会 

東京都渋谷区渋谷2-14-13 03-3498-0380 

２７ クオリティオフィス 福岡県福岡市早良区次郎丸２丁目９

番22-201号 

070-5533-5661 

２８ 大原出版 株式会社 東京都千代田区西神田２－４－９第

二錦水ビル６階 

03-3292-6307 

２９ 一般社団法人 新潟県宅建サポートセ

ンター 

新潟県新潟市中央区明石１－３－１

０ 

025-247-1361 

３０ 一般社団法人 まなびの研究所 兵庫県西宮市枝川町５－１５ー８０

３ 

0798-55-9427 

３２ 株式会社総合資格学院法定講習センタ

ー 

東京都新宿区西新宿１－２６－２ 03-3340-2801 

 

 

 

 

 

 

 

登録実務講習機関一覧の最新情報については、国土交通省

のホームページから入手できます。 
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宅地建物取引業免許申請等使用コード一覧 

<市区町村コード> ※住所・本籍を記載する箇所で使用 

【神奈川県】 

１４１０１１ 横浜市鶴見区   １４１０２０ 横浜市神奈川区   １４１０３８ 横浜市西区 

１４１０４６ 横浜市中区    １４１０５４ 横浜市南区     １４１０６２ 横浜市保土ケ谷区 

１４１０７１ 横浜市磯子区   １４１０８９ 横浜市金沢区    １４１０９７ 横浜市港北区 

１４１１０１ 横浜市戸塚区   １４１１１９ 横浜市港南区    １４１１２７ 横浜市旭区 

１４１１３５ 横浜市緑区    １４１１４３ 横浜市瀬谷区    １４１１５１ 横浜市栄区 

１４１１６０ 横浜市泉区    １４１１７８ 横浜市青葉区    １４１１８６ 横浜市都筑区 

 

１４１３１３ 川崎市川崎区   １４１３２１ 川崎市幸区     １４１３３０ 川崎市中原区 

１４１３４８ 川崎市高津区   １４１３５６ 川崎市多摩区    １４１３６４ 川崎市宮前区 

１４１３７２ 川崎市麻生区 

 

１４１５１８ 相模原市緑区   １４１５２６ 相模原市中央区   １４１５３４ 相模原市南区 

 

１４２０１８ 横須賀市     １４２０３４ 平塚市       １４２０４２ 鎌倉市 

１４２０５１ 藤沢市      １４２０６９ 小田原市      １４２０７７ 茅ヶ崎市 

１４２０８５ 逗子市      １４２１０７ 三浦市       １４２１１５ 秦野市 

１４２１２３ 厚木市      １４２１３１ 大和市       １４２１４０ 伊勢原市 

１４２１５８ 海老名市     １４２１６６ 座間市       １４２１７４ 南足柄市 

１４２１８２ 綾瀬市 

 

１４３０１４ 葉山町      １４３２１９ 寒川町       １４３４１３ 大磯町 

１４３４２１ 二宮町      １４３６１８ 中井町       １４３６２６ 大井町 

１４３６３４ 松田町      １４３６４２ 山北町       １４３６６９ 開成町 

１４３８２１ 箱根町      １４３８３９ 真鶴町       １４３８４７ 湯河原町 

１４４０１１ 愛川町      １４４０２９ 清川村  

 

【東京都】 

１３１０１６ 千代田区     １３１０２４ 中央区       １３１０３２ 港区 

１３１０４１ 新宿区      １３１０５９ 文京区       １３１０６７ 台東区 

１３１０７５ 墨田区      １３１０８３ 江東区       １３１０９１ 品川区 

１３１１０５ 目黒区      １３１１１３ 大田区       １３１１２１ 世田谷区 

１３１１３０ 渋谷区      １３１１４８ 中野区       １３１１５６ 杉並区 

１３１１６４ 豊島区      １３１１７２ 北区        １３１１８１ 荒川区 

１３１１９９ 板橋区      １３１２０２ 練馬区       １３１２１１ 足立区 

１３１２２９ 葛飾区      １３１２３７ 江戸川区      １３２０１２ 八王子市 

１３２０２１ 立川市      １３２０３９ 武蔵野市      １３２０４７ 三鷹市 

１３２０５５ 青梅市      １３２０６３ 府中市       １３２０７１ 昭島市 

１３２０８０ 調布市      １３２０９８ 町田市       １３２１０１ 小金井市 

１３２１１０ 小平市      １３２１２８ 日野市       １３２１３６ 東村山市 

１３２１４４ 国分寺市     １３２１５２ 国立市       １３２１８７ 福生市 

１３２１９５ 狛江市      １３２２０９ 東大和市      １３２２１７ 清瀬市 

１３２２２５ 東久留米市    １３２２３３ 武蔵村山市     １３２２４１ 多摩市 

１３２２５０ 稲城市      １３２２７６ 羽村市       １３２２８４ あきる野市 

１３２２９２ 西東京市     １３３０３５ 瑞穂町       １３３０５１ 日の出町 

１３３０７８ 檜原村      １３３０８６ 奥多摩町      １３３６１２ 大島町 

１３３６２１ 利島村      １３３６３９ 新島村       １３３６４７ 神津島村 

１３３８１７ 三宅村      １３３８２５ 御蔵島村      １３４０１５ 八丈町 

１３４０２３ 青ヶ島村     １３４２１０ 小笠原村 
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【山梨県（一部）】 

１９２０４０ 都留市      １９２０６６ 大月市       １９２１２１ 上野原市 

１９４２２１ 道志村      １９４２５５ 山中湖村 

 

【静岡県（一部）】 

２２２０３８ 沼津市      ２２２０５４ 熱海市       ２２２０６２ 三島市 

２２２０８９ 伊東市      ２２２１５１ 御殿場市      ２２２２０８ 裾野市 

２２３２５５ 函南町      ２２３４１７ 清水町       ２２３４２５ 長泉町 

２２３４４１ 小山町       

 

 

<元号コード> ※生年月日を記載する箇所で使用 

   Ｔ 大正    Ｓ 昭和    Ｈ 平成    Ｒ 令和 

 

<免許権者コード> ※登録移転申請等の手続きをする際に使用 

 

００ 国土交通大臣 １６ 富山県知事 ３２ 島根県知事 ５１ 北海道知事(石狩) 

  １７ 石川県知事 ３３ 岡山県知事 ５２ 北海道知事(渡島) 

０２ 青森県知事 １８ 福井県知事 ３４ 広島県知事 ５３ 北海道知事(檜山) 

０３ 岩手県知事 １９ 山梨県知事 ３５ 山口県知事 ５４ 北海道知事(後志) 

０４ 宮城県知事 ２０ 長野県知事 ３６ 徳島県知事 ５５ 北海道知事(空知) 

０５ 秋田県知事 ２１ 岐阜県知事 ３７ 香川県知事 ５６ 北海道知事(上川) 

０６ 山形県知事 ２２ 静岡県知事 ３８ 愛媛県知事 ５７ 北海道知事(留萌) 

０７ 福島県知事 ２３ 愛知県知事 ３９ 高知県知事 ５８ 北海道知事(宗谷) 

０８ 茨城県知事 ２４ 三重県知事 ４０ 福岡県知事 ５９ 北海道知事(網走) 

０９ 栃木県知事 ２５ 滋賀県知事 ４１ 佐賀県知事 ６０ 北海道知事(胆振) 

１０ 群馬県知事 ２６ 京都府知事 ４２ 長崎県知事 ６１ 北海道知事(日高) 

１１ 埼玉県知事 ２７ 大阪府知事 ４３ 熊本県知事 ６２ 北海道知事(十勝) 

１２ 千葉県知事 ２８ 兵庫県知事 ４４ 大分県知事 ６３ 北海道知事(釧路) 

１３ 東京都知事 ２９ 奈良県知事 ４５ 宮崎県知事 ６４ 北海道知事(根室) 

１４ 神奈川県知事 ３０ 和歌山県知事 ４６ 鹿児島県知事   

１５ 新潟県知事 ３１ 鳥取県知事 ４７ 沖縄県知事   

 

 

 

 

 

 

令和８年４月１日改訂 

 

                       監 修 神奈川県県土整備局事業管理部 
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